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事務局出席職員職氏名 

事務局長 山内 章弘君     議事課長 木元 真琴君 

書  記 河井 敏博君     書  記 松岡 正子君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 
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公営企業局財政課長 … 村岡 宏章君 

────────────────────────────── 

午前９時38分開議 

○議長（新山 玄雄君）  改めておはようございます。昨日の本会議に引き続き、これより本日の

会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配布してあるとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第１号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第１、議案第１号平成１６年度周防大島町一般会計予算を議題とし

ます。 

 補足説明は１２月１５日の本会議で終了しておりますので、これより質疑に入ります。質疑の

方法は、歳入を一括質疑とし、歳出につきましては、款ごとに行います。 

 歳入について質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  まず、歳入について質問します。 

 私たち旧大島町では、補足説明が十分のかわりに、歳入等については総括表を出していただき
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ました。そういう格好で、私たちがやっていた総括表に基づいて質問していきたいというふうに

思います。 

 まず、個人法人にかかわる町税収入ですが、それぞれ人数、社、いわゆる社数、個人法人合わ

せてそれぞれ何人、何社という格好で、それぞれ３ページの町税のうち、個人及び法人について

は聞きたいというふうに思います。それが１件です。 

 次に、２点目として、５番として特別土地保有税、これは法律改正で新しく徴収しないという

ことになっておりますが、実際的にこの特別土地保有税については、旧大島町ではかなり残って

おったという私も考えておるんですが、旧町ごとに一体何社あるのか。いわゆる特別土地保有税

の未納額、これは一体何社あるのか聞いておきたいというふうに思います。 

 次に７ページ、地方交付税について質問します。これについては、法定協の中で議論されまし

た１６年度分の交付税をもとに見ますと大体７０数億円ということで、１年間通じて。それで今

回は、６月、９月分を除いて１１月分の普通交付税分ということは聞いておるんですが、それに

しても実際的には１８億８,３００万円では、これは実際的にいわゆる前期分と後期分と合わせ

たらかなり金額差があるというふうに見るんですが、再度確認しておきたいというふうに思いま

す。 

 それと特別交付税、これも正確的なものの答弁を求めておきたいというふうに思います。これ

が１２億６,５００万円の件です。 

 それと、県補助金の欄を見てください。県補助金のうちの国保負担軽減対策費助成事業補助金、

これも一応確認しておきたいんですが、これは前期後期仕分けされた結果なのか、それとも、

１７ページの県がいわゆる国保軽減対策として出す補助金８８５万３,０００円ですが、これに

ついて、実際的に前期分旧４町分と、この１０月から来年の３月までの区分け、これを聞いてお

きたいというふうに思います。 

 それじゃあ、ちょっとその点よろしくお願いします。 

○議長（新山 玄雄君）  橋本税務課長。 

○税務課長（橋本 澄夫君）  個人町民税と法人町民税の件でございますけれども、基本的には

１６年度の当初予算に組んでおりますものから、１６年度の旧町の決算を差し引きましたものが

新町の調定として上がっております。個人町民税につきましては、納税義務者が７,２９３人で

ございます。法人町民税につきましては、３２３社となっております。 

 それから、次の特別土地保有税でございますけれども、これにつきましては、先ほど申しまし

たような同じことでございますけれども、滞納繰越分につきましては６社ということでございま

すが、前年度分につきましては、今ちょっと各町のものは持っておりませんので、１６年度につ

きまして詳しい資料持っておりませんけれども、大島町につきましては、１６年度は１５社とい
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うことで確認をしております。三、四社大きなものがございますけれども、以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  まず、１点目の普通交付税の関係ですけれども、まず普通交付税で

すけれども、これは、４町で平成１６年度合わせまして７２億６,５７８万８,０００円の交付決

定をいただいております。既に交付された額を除きまして、今回１１月に交付されますのが、こ

こに予算計上しております１８億８,３６１万１,０００円ということでございます。 

 それから、特別交付税１２億６,５００万円の計上でございますけれども、旧町まだ特別交付

税決定来ておりませんけれども、旧４町でそれぞれ交付されるであろうと見込まれておりました

ものが９億１,５００万円予算計上されておりました。これに今回３億５,０００万円を追加して

計上しておりますけれども、これにつきましては、まず合併の格差是正として３年間で６億

９,０００万円交付されるわけですけれども、その当初年度分として２億３,０００万円、それか

ら電算統合分の特別交付税、これが１億１,５８４万円、それから、旧大島町と旧橘町で若干財

源留保しておった分、こういったものを合わせまして、今回３億５,０００万円として追加をさ

せていただいて１２億６,５００万円の計上ということでございます。 

 それから１７ページ、国保負担軽減対策の助成事業補助金８８５万３,０００円でございます

けども、これは、旧町それぞれ見込んでおりました補助金額そのまま１年分、まだ入ってきてお

りませんので、１年分を予算計上しておるということでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  国保負担軽減対策費助成事業補助金につきましては、旧４町分

ということでしたが、現在県の方から指示がきております額、それを計上しておるところです。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  次に、各町からのいわゆる受益分としてたしか雑入の中に入っ

たと思いますが、ページ数はちょっと探す間がありません。それでちょっと質問しておきますが、

御承知のように、今年度、合併まえの年度においては、それぞれ各町から基本的には未使用分と

言いますか、受益分と言ったらおかしいんですが、実際９月までの決算分の残りが各町から収入

の方で上がってきております。 

 その中で、旧大島町においては、基本的には在宅介護見舞金にかかわる予算分とかいうのとあ

わせてこんにちは赤ちゃん支援事業、これらは当初予算の中で入っておったというふうに見てお

ります。少なくともこの１０月から３月までに対していわゆる大島町から繰り入れた分の中に、

少なくとも新町になった半年については、この予算上については、少なくとも在宅介護見舞金に

かかわる支出の財源、また、こんにちは赤ちゃん支援事業に対する支出の財源、これは入ってき

たというふうにとらえておってよいのかどうなのか、この辺を聞いておきたいというふうに思い
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ます。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  こんにちは赤ちゃん支援事業、いわゆる出産祝い金につきまし

ては、１６年度は現行どおり旧大島、旧東和で実施されておりましたのは引き続き継続している

ところです。介護見舞金につきましては、一応１６年度におきましては旧大島町だけでしたが、

これはもう支払いが終わっておりますので、１６年度は実施したということで、１７年度からは

廃止の方向で検討しておるところです。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  在宅介護見舞金制度、これが旧大島と旧東和でやられておって、

それでこんにちは赤ちゃん支援が基本的には旧大島町でやられておったということで財源移動を

聞いときたいと。だから、逆に在宅介護見舞金制度について、逆に旧東和町分が入ってきちょる

んじゃなかとうかなということであわせて聞いておきたいというのが質問の趣旨であります。じ

ゃけえ、その辺を間違いなかったらいいです、わざわざ。 

 それと、いいです。まあいいです。 

○議長（新山 玄雄君）  間違いないですね、今の。馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  こんにちは赤ちゃん支援事業、これは旧大島町で実施されてい

たということで、もうこれは１６年度は継続してやるということです。それと、旧東和でやって

おりました出産祝い金──同じようなものですが、これも引き続き１６年度は実施するというこ

とです。金額的には２つの町合わせまして２８８万円の予算が計上されております。 

 寝たきり老人と介護見舞金につきましては、旧東和町はもう平成１６年度では廃止をしており

ます。だから、旧大島町のみ１６年度はもう支出済みということですので、１７年度からは廃止

の方向で検討してるということです。寝たきり老人と介護見舞金の金額につきましては、２７６万

円が予算計上されております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 続きまして、歳出の質疑を行います。１款議会費について質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  どちらが、多分運営上は総務部長が答弁されるというふうに思

いますが、実は、今議員控室を見てわかるように、実は議員控室にずっと電話があったんです。

実際的には議員控室から電話が撤去されておるんです。議会活動においては、やっぱり私たちも

できるだけ議会事務局の方には遠慮すまあと思うちょりますが、やっぱり私は、今回の来年のこ

れが３月までの予算であれば早い時期に組んじょるのかどうなのか、ちょっと確認しちょきたい
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というふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  村田総合政策課長。 

○総合政策課長（村田 雅典君）  議員控室の電話の関係でございますが、議会事務局の職員の人

数がふえた関係上、電話を今移設しております。御要望のあった電話の設置につきましては、合

併後の調整ということで、合併対策の方の経費の中に電話の移設等の経費が若干組んでございま

す。その中で運用できるものであれば設置をしていきたいというふうに考えております。できる

だけ前向きな形で調整したいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 ２款総務費について質疑はありませんか。２款でございます。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  ６番、浜戸でございます。では、４点ほどお聞きします。 

 １つは、３７ページの宿日直手当というのがありますが、これは今後支所、それから出張所が

ふえたわけですが、どこで宿日直が行われるのか。行われるとこと、それから、その当てる職員

については、例えば支所であれば支所の職員なのか、それともそこにある課の──課というか、

部の職員も当てるのかどうか、それをお伺いします。 

 それから、４１ページの情報通信施設管理費というのがありますが、これ条例では現在旧大島

町と橘町ということになっておりますが、これは将来的には統一した通信網が必要だと考えます

んで、これは将来どのような見通しになっているかということをお伺いします。 

 それから、前後して申しわけございません。３９ページ、庁舎等建設調査事業費というのがあ

りますが、これはどういう事業費かということです。 

 それから、４７ページに各支所への報酬が出ておりますが、これはちょっと４７ページ済みま

せん。各支所の中で報酬として、例えば久賀支所は自治会長報酬、それから東和町は駐在員とい

う、これ皆名前がと言いますか、名称が違うわけですが、これは、多分条例では行政連絡員とい

うふうになってたんで行政連絡員のことだと思うんですが、これは統一をした方がよろしんじゃ

ないかと思うんで、その辺で、僕の勘違いであればあれですけども、答弁をお願いします。 

 以上、４点よろしくお願いします。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木総務部長。 

○総務部長（椎木  巧君）  ３７ページの宿日直手当の御質問でございますが、旧町で宿日直の

取り扱いが相違がございました。というのは、一部を宿日直を委託している旧町がありましたし、

全面的に委託しているところがありましたし、従前どおり職員が宿日直を行っているというとこ

ろございました。それで、合併によってすぐさまその統一がとれないということでございまして、
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旧町で予算計上しておったものから、冒頭で説明したとおり、９月末までの執行されたものをの

けて、その残りを予算計上しておるわけでございます。 

 それで、それでは宿日直はどこの職員がやるのかということでございますが、各庁舎ごとに勤

務しておる職員で対応いたしております。それから、例えばこの大島総合支所で言いますと、大

島庁舎に勤務している職員で大島庁舎の宿直をやっておるということでございます。 

 また、委託しておるところにつきましても、全部を委託しているところもありますし、または、

金曜日の宿直、日曜日の日直というふうに職員を当てておるというところもございまして、それ

らの経費でございます。 

 ３９ページの庁舎等建設調査事業費のことでございますが、これは旧東和町の予算から引き継

いだものでございまして、全員協議会で御説明いたしましたように、東和総合支所の改築並びに

星野記念館の設置に係る調査費ということでございまして、まず報償費でございますが、報償費

につきましては、コンペに参加していただきました設計コンサルタントに対する報償費と、その

コンペを審査する審査委員会を立ち上げましたが、その審査委員さんに対する報償でございます。 

 委託料につきましては、今回本予算に上がってきたものでございますが、設計業務１,３００万

円とその設置予定地の地質調査業務──ボーリングでございますが、これ３２０万円計上して、

これは旧東和町で計上してあった額をそのまま本予算に計上したものでございます。 

 済みません、４７ページでございますが、支所及び出張所費の報酬の中で、大島町では行政連

絡員、久賀町では自治会長、東和町では駐在員、橘町では区長というふうな行政連絡員さんと統

一されました名称が旧町のままで出ておるということでございますが、確かにその名称は行政連

絡員と統一されましたが、旧町で組んでおったそのままを今回上げております。 

 と申しますのは、報酬の額自体につきましては、今まで旧町では４町の報酬審議会という場を

設けておりまして、そこで検討した結果、名称は違いましても、その報酬額については統一され

ておったわけでございまして、１７年度からは統一的な名称で計上したいというふうに思ってお

ります。 

○議長（新山 玄雄君）  中野企画課長。 

○企画課長（中野 守雄君）  情報通信の御質問でございますが、これは防災行政無線ということ

だと思います。この防災行政無線については、既に旧橘町と旧大島町に防災無線が整備されてお

ります。今後これをどのようにするのかという御質問でございますが、この文書交付費の中に情

報通信管理経費の中に防災無線統合調査業務というものを組んでおります。この調査業務におき

まして全町、ですから旧久賀等も含めて防災行政無線の統合をしたいということでこの経費を上

げております。 

 概略的に申しますと、基本的に嵩山にある中継局がありますが、これがどの程度郡内に電波が
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届くか、そして、第２中継局、第３中継局が要るかと、そういうような調査を今回やりたいとい

うことでございます。そして、全町的にとりあえず屋外の子局、いわゆる屋外のスピーカーを整

備したいということでございます。それの基本調査を今回組んでおります。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  よくわかりました。 

 それでちょっと一点だけ。さっきの宿日直ですけども、これで宿直の──日直はおらんところ

はないと思いますが、宿直のおらん出張所がありますか。夜はおらんようになる出張所はありま

すか。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木総務部長。 

○総務部長（椎木  巧君）  今現在総合支所のみで宿日直をやっております。出張所には宿日直

は置いておりません。 

○議長（新山 玄雄君）  いいですか。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  はい。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。冨田議員。 

○議員（１８番  冨田 安英君）  １８番、冨田です。４７ページの１６番の原材料費なんですが、

今までどおりの原材料費としての扱いでよろしいでしょうか。そこら辺のところを。旧大島町と

か、そういう扱いでよろしいでしょうか。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木総務部長。 

○総務部長（椎木  巧君）  ４７ページの大島支所経費のうちの原材料費、工事原材料１８２万

円のことでございます。これも旧４町で非常に取り扱いが違っておった中の一つでございまして、

この半年間で統一するというのは非常に難しいということでございましたが、今現在総合支所で

統一的に扱おうというふうな形で進めておりますのは、今ここの原材料で申しますと、原材料の

支給につきましては、約１０万円をめどに、原材料費は請求書でもって町の方からその請求業者

の方にお支払いをすると。 

 例えば、その地域で複数の方々で道路補修をするといったら、例えばの話ですが、生コンが要

りますよと、生コン１立米１万５,０００円という請求書を持ってきていただければ、その請求

書でもって生コン業者の方に直接お支払いするというふうな形。または、道路補修のときにクラ

ッシャランが要ると言えば、そういう形を一々そのいろいろな手続、煩雑な手続を避けて、請求

書でもって直接町の方から業者さんにお支払いするというふうなための原材料で、各４総合支所

で統一いたしております。 

 また、そのほかのことにつきましては、例えば小規模施設整備補助金というのが新しく新町で
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できておりますが、これにつきましては、例えば共同で農道とか河川とかを整備する、または排

水路を整備するというふうな場合につきましては、その原材料すべてを支給しようということで、

これは金額上限は１００万円としておりますので、請求書を持ってきていただくというわけには

まいりませんが、当然その手続をとっていただいて、その原材料費全部を支給しようという制度

を創設しておりまして、これが町内全域で施行されております。 

 ただ、時間的なものがございまして、まだすべての行政連絡員さんまたは自治会長さん等に今

から完全な周知をしていこうという状況でございまして、これも旧町で取り扱いがずっとったも

んですか、これを新たに今統一して周知を図っていこうといたしております。 

 それともう一点、総合支所の経費の中で、新年度からの話なんですが、小規模の維持管理でご

ざいます。例えば町道に例えば倒木があって、そう大して経費はかからないんだけれども急ぐと

いうようなもの、または、側溝ぶたが落ちておるんだけれども、これは本課の方まで対応してい

くと時間がかかるよというものにつきましては、総合支所の方で２０万円以内ぐらいをめどに総

合支所で即座に対応できるというものについては、その業者さんを連れてきて、すぐ発注してか

かれるというふうなことは、今この予算の中では総合支所に計上されておりませんが、新年度か

らはそこらあたりも総合支所の経費として計上し、特に緊急を要するもの、早く対応しなければ

ならないものについてはできるだけ、総合支所が一番近くにあるわけですから、そういうとこで

対応するという予算を計上したいと思っております。今回まだすべてがそこに載っていないとこ

ろがありますが、御理解いただきたいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  冨田議員。 

○議員（１８番  冨田 安英君）  だから、総合支所の方へ申出をすればいいということでよろし

んでしょうか。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木総務部長。 

○総務部長（椎木  巧君）  できるだけ身近なものは、または小規模なもの、緊急を要するもの

につきましては、総合支所で対応していただくというふうな方向をとりたいと思っております。 

○議長（新山 玄雄君）  携帯の電源を切るか、マナーモードにしていただきたいと思います。 

 ほかに質疑はございませんか。平野議員。 

○議員（４番 平野 和生君）  ４番、平野です。３７ページの一般職１２４名の時間外勤務手当

のことなんですけど、３,０１７万円上がってますけど、合併直後で大変ばたばたしとったと思

います。多いか少ないかはわかりませんが、大変申しわけないんですが、僕は時間外手当の職員

の時給を大変恥ずかしながら知らないんです。それを教えていただきたいのが１点と、４１ペー

ジの町制制定事業がございます。９９万６,０００円かかっておりますが、もう町章いうのは決

定したのでしょうか。もししたならば、どういう方法で決定したのか、指定した業者にやらした
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のか、公募したのか、その２点をお伺いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木総務部長。 

○総務部長（椎木  巧君）  時間外勤務手当のことでございますが、時間外勤務手当の単価につ

きましては、給与条例の中、また規則の中で、職員個々に給与の一人一人の給与額から時間当た

り単価を算出するというふうになっておりますので、定額ではないということでございます。 

 もう一つは、時間外勤務手当の全体の総額のことでございますが、御存じのように、非常に災

害に見舞われました。台風災害等もありまして、今現在もまだ建設関係の各課では残業続いてお

るわけでございます。 

 それともう一点は、旧町の時代に、台風のときに、土曜日曜にたくさんの職員出ていただいて、

被災の後の瓦れきの処理というふうなものをやっていただきました。 

 そういうことで、通常の年に比べれば各町とも相当大きな残業手当が出ておったし、また、

１０月１日以降にその大きな予算が生まれておったのをそのまま引き継いでおるという状況でご

ざいますので、できるだけ残業の額は総じて抑制しなければならないというふうに思いますが、

当面やっぱりこの緊急対応ということで、時間外勤務をしていただいてでもその当面の措置をし

なければならないということでありますので、そこらあたりは御理解をいただきたいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  町章はどうなった。どなたが言う。中野企画課長。 

○企画課長（中野 守雄君）  町章制定でございますが、今回それらの関連の予算を計上しており

ます。御議決後に町章の募集等かけたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  平野議員。 

○議員（４番 平野 和生君）  時間外手当の総額のことは納得できました。単価的には大体平均

値いうのはわかるんじゃないかと思うんですが、何か高すぎて言いにくいんかね。そのあたりを

ちょっとお願いいたします。 

 昨今、やっぱり国家公務員とかテレビで見るにつれ、給与を安うしようという雰囲気があるで

しょう。どうしても社会が不景気になったら、もう公務員は給料が高いとか見られるのは当然だ

と思います。素直に３,０００円から４,０００円台だとか言ってほしいわけなんですけど。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木総務部長。 

○総務部長（椎木  巧君）  まず、その単価のことでございますが、１時間当たり単価は、まず

給与額から──ちょっと細かい数字は覚えませんが、週４０時間幾らで割りまして、１時間当た

り単価を出すという方法が給与条例から出ております時間外勤務手当の規則の中で定められてお

ります。それによりまして１人当たりの時間当たり単価が出るようになっております。 

 そういうことでございますので、給与額が例えば１級から──管理職は出ませんから、６級あ
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たりまであるわけでございますので、その給料額によって大きく変動しておるということでござ

いまして、平均的なそのとこといいますと、時間外勤務手当を支給される職員すべてを均等に割

ってみるということでございますので、ちょっと今そこまで資料持っておりませんが、例えば平

均的な時間は出してあるものがありますので、また後ほど資料を渡したいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  暫時休憩します。資料を今からすぐ取り寄せます。 

午前10時15分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時30分再開 

○議長（新山 玄雄君）  それでは、再開をいたします。 

 答弁お願いします。椎木総務部長。 

○総務部長（椎木  巧君）  失礼いたしました。時間外勤務手当の単価のことでございますが、

１５万円の月額給料の職員で、平日普通の超勤で時間給１,２００円、２０万円の職員で

１,６００円、２５万円の職員で１,９００円、３０万円の職員で２,３００円、３５万円の職員

で２,７００円の時給でございます。また、これにつきましては、深夜、要するに午後１０時以

降につきましては割り増しがかわっておりますので、若干もう少し単価が（発言する者あり）後

ほど資料を差し上げたいと思いますが。そういうことでございまして、単価につきましては、今

のは平日の１０時までの時間単価でございまして、深夜になりますと割り増しがかわってまいり

ます。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  平野議員、いいですか。ほかに質疑はありませんか。平川議員。 

○議員（２１番 平川敏郎君）  ２１番、平川です。ページ３９ページの１３節委託料、この中の

顧問弁護士料３７万８,０００円ですが、月決めでいくと１カ月顧問弁護士の費用は消費税とも

で５万２,５００円と認識しております。これは何件かの相談費用も含めているのならば、いつ

からいつまでですか。それと、もし教えていただけるもんなら、どこの弁護士さんかお願いいた

します。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木総務部長。 

○総務部長（椎木  巧君）  顧問弁護士の件でございますが、現在まだ顧問弁護士の委託の契約

はいたしておりません。職務執行者のときにお伺いしましたが、新町の町長が正式に誕生した後

にその契約を結んでほしいということでございまして、まだ契約に至っておりません。今後顧問

弁護士を選任し、委託契約をしたいと思います。 

 それで、単価につきましては、月額６万円に消費税ということで予定をいたしております。た
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だこれも旧４町ではいろいろ額にも差がありましたし、また、その弁護士さんを依頼していると

ころも違いましたので、今から選定したいと思っております。 

○議長（新山 玄雄君）  平川議員。 

○議員（２１番 平川敏郎君）  そうすると、３７万８,０００円というのはまだ業務委託をして

ないからこの金額を組んでおられるという答えでございますが、でも、６万円の消費税というこ

とになると、６万３,０００円の３カ月とか４カ月という金額になれば、こういう金額にはなり

ません。その辺もう一度お願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木総務部長。 

○総務部長（椎木  巧君）  お答えいたします。６万３,０００円掛ける６カ月で３７万

８,０００円ということを計上いたしております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。田中議員。 

○議員（２２番 田中隆太郎君）  ２２番、田中。４４ページの基金管理経費の中に積立金２５が

あると思うんですけど、２６の繰入金で財政調整基金とか繰り入れておるのに、ここでまた積み

立てるというのは、同一会計年度でどういうことでこんなんが発生するのか。お答え願いたいと

思います。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  基金の繰り入れあるいは取り崩し等の関係でございますけれども、

ですから財政運営上の話ですけれども、それぞれ基金取り崩しをして資金の確保するということ、

また、このたびの特別交付税等も若干増額して計上してきたと。それでその他の財政の運営上の

調整でまた積み立ても行うと、これ両方あり得ることでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  田中議員。 

○議員（２２番 田中隆太郎君）  繰入額が多いかったということになるんですか、そうすると。

見通しとして。 

○財政課長（奈良元正昭君）  今回の予算措置につきましては、まず旧町で取り崩す予定にしてお

りました金額を歳入の方で取り崩すという措置をしております。今回積み立てにつきましては、

予算調整上の財源として出てきたものを積み立てるという措置でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  よろしいですか。ほかに質疑はございませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  それぞれ先ほどから超過勤務手当等実額について質問がありま

した。今回新しく管理職員特別勤務手当というのが出ておりますが、これはどこの範疇に入るの

か、報告を求めたいと。これは、総括表を見てください、２９４ページ。これがまず第１点です。 

 それと、２点目として、今の総括表の中でありますように、今回を旧等級つくりました。あく

まで半年分でありますが、実際的に旧等級においては、管理職手当についてはいわゆるパーセン
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ト、いわゆる何パーセントになるのか、８、７とそれぞれ一緒なのか上乗せなのか、７、８、

９とできました。７はおらんのか。８、９おるんですかね、今管理職。８、９でそれぞれ管理職

手当のパーセントが違うのかどうなのか、報告を求めておきたいというふうに思います。 

 それとあわせまして、通勤手当等について質問します。通勤手当が基本的には１,８３６万

５,０００円ということで半年分組まれておりますが、実際的には旧町よりはこれふえてるんで

はないかというふうに思いますが、どういう認識をされているのか、どういう状況をとらえてい

るのか、通勤手当の方です。 

 これが総括表の中で質問しておきたいというふうに思います。全課にまたがるんで、いわゆる

一般会計のうち、全課にまたがるんで、総括表の中で聞いちょきたいというふうに思います。こ

れが職員等の勤務にかかわるところで聞いときたいというふうに思います。 

 次に、先ほど議員から質問がありましたが、実は今回ページ数で言えば総合支所にかかわる経

費のところで出てきます。ページで言えば、ちょっと開く間がないね。大体４８ページごろにな

るんじゃないかと思います。各町で、先ほど椎木部長の方が答弁されましたいわゆる小規模につ

いての取り扱いについて。 

 例えば、出てきますのが、具体的に言いますと、４７ページ負担金及び補助の中の小規模施設

事業補助金というのが出てきます。これは旧橘町で要項をつくっておられた事業内容というふう

に思いますが、それ当然要項があったと思います。例えば、金額が幾らまでの工事で何十％分を

いわゆる町が補助するという格好で要項があったと思います。その要項を私たち持っておりませ

んので、大体報告を求めておきたいというふうに思います。支出についての要項、これを求めて

おきたいというふうに思います。 

 次に、先ほども質疑がありましたが、今回積立金の関係でそれぞれ──これはページ数先ほど

ありましたけど、４４ページですけど、実際的には財政運営上当然起こり得るわけなんですが、

今回財政調整基金、減債基金それぞれ繰り入れをしております。若干移動があると思いますので、

今回のいわゆる予算後の実際的な基金の状況を報告していただきたいというふうに思います。 

 それともう１件は、東和支所関係で聞きたいと思います。これは４９ページです。マイクロバ

ス運転というのがあります。これは、東和で今までどういう運行上に適用しておったのか私たち

ちょっととらえ切れてないんで、マイクロバス運転。これ東和町で行われていた中身だと、東和

町諸経費の中で入っておりますから、旧東和町で行われていたんではないかというふうに思われ

ますが、その点でマイクロバス運転を委託という格好で言えば、どういうときに運営しているい

う格好で、中身の報告をまず聞きたいというふうに思います。 

 それと、橘支所で聞いておきたいというふうに思いますが、これは橘支所の中に入れている町

長車運転経費、これは５１ページになります。これは総合支所経費の中に入っている町長車運転
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経費というのはどういう支出のための中身なのか聞いておきたいというふうに思います。 

 次に５３ページ、これは既に専決でやられた範囲にも入るかもわかりませんが、日良居出張所

移転改修事業、これは、場所についてはえっとちがないところということで、土地等については

贈与で行ったのか、また、例えば贈与ならどうなのか。いわゆる日良居出張所経費建てかえ

４,６７７万９,０００円、この中には入らないとは思いますが、実際的に専決で既にやられてお

るのかどうなのかちょっとわかりにくいんで聞いておきたい。安本医院のところ行ったんですが。

土地とかどういう契約になっちょるのか。例えば、土地についてはどういう契約、そして、建物

についてはどういう契約、それがあると思います。それきちっと報告しちょっていただきたいと

いうふうに思います。 

 以上。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木総務部長。 

○総務部長（椎木  巧君）  まず、管理職特別勤務手当のことでございますが、管理職特別勤務

手当は給与条例の第１６条２というところに出ておりますが、要するに管理職が週休日──土日

のこと、または、休日、祝祭日もしくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には管理

職員特別勤務手当を支給するというふうになっております。また、その額につきましては、勤務

１回につき６,０００円を超えない範囲でそこで定めると。また、その時間によりまして、時間

が極端に長くなった場合は規則で定めてありますが、その額に１００分の１５０を乗じていただ

くとする。要するに９,０００円ということでございます。これによって管理職特別勤務手当を

支給するということになっております。 

 また、管理職手当との併給はどうかということでございますが、当然管理職手当と勤務手当は

別のものでございますので、併給はあるということでございます。 

 それで次に、管理職手当の率のことの御質問でございましたが、周防大島町職員の管理職手当

の支給に関する規則の中で行政職給料表の部長相当職、要するに部長、総合支所長、議会事務局

長、教育次長、総務課長、総合政策課長は給料額の９％、課長が給料額の８％、総合支所次長、

保育所長、教育支所長が給料月額の７％ということになっております。 

 それと、通勤手当の御質問ございました。当然その４町が合併したわけでございますので、旧

町の住居地から各庁舎に通勤しておるわけでございまして、通勤手当の額だけで申しますと約

１,０００万円ぐらいは増額をいたしておるというふうに思っております。 

 また、小規模の補助金でございますが、小規模施設整備事業補助金交付規則でございますが、

これは今広田議員さんの方からありましたように、旧橘町で施行されておりました規則をもとに、

新町で少し手を加えまして新町での規則といたしております。その内容につきましては、また大

分数がありますので、規則を見ていただきたいと思います。 
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 それで、規則が今まだお配りしてないということでございましたんですが、ちょっと付則的に

申しますと、この３階の突き当たりのところに監査委員室がございますが、ここにパソコン２台

ほど置きまして、プリンターを設置しておりまして、ここの中で条例規則が打ち出せるというふ

うなことを事務局の方でやっていただいておりますので、御利用いただきたいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  基金管理経費に関連して、基金の状況について御質問いただきまし

た。今回の予算でそれぞれ基金の取り崩し、あるいは利息の積み立て等も行いように予算措置し

ておりますけれども、これを執行した後の基金残高という御質問だろうと思います。 

 まず、財政調整基金ですけれども４億２,７４７万９,０００円、それから減債基金３億

９,６１７万円、それから、東和庁舎及び文化交流施設の建設基金ですけれども、これが４億

１,４５３万８,０００円、それから、県紙の購入基金ですけども、これが３００万１,０００円、

それから、奨学金の貸付基金ですけれども、これが１,０７１万９,０００円、それから、福祉振

興基金ですけれども、これが３億１,４２５万４,０００円、それからふるさと振興基金、これが

１億６,６４５万８,０００円、それから、土地開発基金ですけれども、これちょっと１件県道の

代替用地を購入いたしましたのでその関係もありますけれども９,６０２万１,０００円、それか

ら、中山間ふるさと水と土保全対策基金３,１１３万２,０００円、それから、斎場建設基金が

４,４３４万１,０００円となっております。 

○議長（新山 玄雄君）  吉村東和総合支所長。 

○東和総合支所長（吉村 正晴君）  東和支所のマイクロバスの件でございますが、これは各課に

おいて会議とか行事のときに使用する場合の運転手の委託料でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  橘支所の町長車運転ですけども、これは９月分を１０月に入って支

払っておりますので、今回予算計上してあるということでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  坂本橘総合支所長。 

○橘総合支所長（坂本  薫君）  日良居出張所の土地ですが、これは２０年間無償貸与というこ

とで契約しております。そして、建物は無料でいただいたということであります。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  もう一点、全体的に総務課なるんで聞いちょきたいというふう

に思います。 

 実は、合併後、来年３月末時点で大体地方債の残高、これが２６４億９,０００万円という見

通しになっております、資料見てみますと。それで、その中でそれぞれ旧町ごとの普通債、その
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他債それぞれあると思います。旧町ごとの状況の報告を求めておきたいというふうに思います。

債務の関係。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  事項別明細書の２９９ページになろうかと思います。地方債の現在

高の見込みに関する調書でございますけれども、これで平成１６年度末の現在高見込み額が合わ

せて２６４億９,０２３万２,０００円ということでございますが、旧町ごとの状況ということで

ございますから、平成１６年１０月１日現在高見込み額、要するにこれが旧４町から引き継いだ

起債残高でございますけれども、これの旧町ごとの内訳という御質問だろうと思います。 

 まず、普通債でございますけれども、旧久賀町が４８億５,８８２万２,０００円、旧大島町

３７億３９７万６,０００円、旧東和町５５億６,３８９万１,０００円、旧橘町３７億７,５２１万

３,０００円。それから、この普通債の中に県の環境衛生施設組合分、これが入っておりまして、

これが１２億２,９０７万８,０００円でございます。それで合わせて普通債が１９１億３,０９８万

円という状況でございます。 

 それから、その他債でございますけれども、旧久賀町が１３億７,３２９万９,０００円、旧大

島町１７億７,３３３万円、旧東和町１６億８,９８９万３,０００円、旧橘町１６億１,１３５万

４,０００円、合わせて６４億４,７８７万６,０００円という状況でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  ちょっとわかりにくかったんで、最後の質問、今の総務の方で

ちょっとしちょきたいんですが、東和町の場合が、部内会議のためのマイクロバス運転というこ

となのかどうか、わかりにくかったんで、もう一度ちょっと再答弁求めておきたいと思います。

かなり高額なんで。 

○議長（新山 玄雄君）  吉村東和総合支所長。 

○東和総合支所長（吉村 正晴君）  マイクロの使用状況でございますが、これは各課会議等、各

種団体も使用しております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 次に、３款に移ります。民生費について質疑はありませんか。──質疑はありませんか。浜戸

議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  民生費全体でお伺いするんですが、この１６年度の予算について

は先ほどからも答弁でありますように、旧各町から出てきたものについて、いろんな補助金なり

事業をそのまま上げておりますけども、１７年度の予算でいわゆる見直しをしたり、落ちてく部
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分があるのかないのか。あるとすれば、どういう事業がなくなっていくのか、ここでわかれば教

えていただきたいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  一応合併協議会の方で提出して、今後１７年度等に向けて廃止

を予定している事業ということで、現在のも言いますか、１６年度の合併当時からも。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  いや、ですから１７年度になってなくなるという、そういう予定

と言いますか、そういうのがあるのであれば。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  それでは、１７年度廃止を予定している事業ということで、寝

たきり老人等介護見舞金、これが今旧大島で行われているものですが、この事業を廃止予定して

おります。 

 それと、紙おむつ助成事業につきましては、現在いろいろ旧４町で月の利用額が３,０００円

から５,０００円というばらつきがあります。これを現在国の補助事業であります家族介護用品

給付事業というのがあります。これとのバランスをとるという関係上、月額３,０００円にした

いと思っております。 

 それから、出産祝い金につきましては、現在旧大島、旧東和で実施をされておりますが、これ

も廃止を予定しております。 

 以上、廃止を予定しているのは以上であります。 

○議長（新山 玄雄君）  浜戸議員。ただいまは予算の審議でございますので、今、認めておりま

すけども、その旨理解して質疑をしてください。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  そりゃよくわかるんですけども、１７年度予算については、やっ

ぱりここで聞いておかんと、余り聞くところがないわけです。そりゃ一般質問でやればそりゃ別

なんですけども、一般質問でずっとやったら１時間じゃ済まんかもわかりませんので、やっぱり

その辺はお答えできる部分はあるわけですから、お答えできんかったらあれでしょうけども。 

○議長（新山 玄雄君）  そりゃ認めてますが。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  ぜひお許しを願いたいと思いますけども。 

○議長（新山 玄雄君）  いいですか、質疑は。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  もういいです。 

○議長（新山 玄雄君）  それでは、ほかに質疑はありませんか。平川議員。 

○議員（２１番 平川 敏郎君）  ２１番、平川です。ページ７６ページの１９節負担金補助及び

交付金の身体者居宅生活等支援費というのが４８３万１,０００円とこれ上がっております。こ

の居宅生活等の支援費ですが、この中に私ちょっと前から思っておるんですが、家屋の補修等、

例えばの話、台風で屋根の上に上がった天日ですか、そういったものを下に持って下りるのに、
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等級により２級、３級という家族全員が受けられるという家庭ですが、そういったものもこの支

援費の中に入るのかどうか、その点についてお尋ねいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  お答えします。 

 ただいまの質問につきましては、この支援費の対象にはなっておりません。そういうことがあ

りましたら、例えば社協が行っておりますふれあいサービスとかっていうのがあると思います。

１時間で５００円とか、そういう事業でボランティアが活動している事業がありますので、そち

らの方をまた利用もしていただけたらと思っております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  児童福祉の関係で質問したいというふうに思います。まず

９０ページ、こっから目で言う児童福祉にかかわる部分が入ってきますが、一つは児童クラブ活

動教科推進費事業なんですが、これは各小学校でやられておる部分と思いますが、この内訳を聞

いときたいというふうに思います。 

 また、新しく児童公園を設置し、また、管理するという３カ月の予算になっておりますが、場

所と児童公園、児童公園について新たにつくり、そして、新たに管理経費を支出するということ

になっていますが、この点では場所等含めてまず聞きたいというふうに思います。児童公園管理

経費と児童公園にかかわる工事費が出ておるでしょ。わかりますかね。工事請負費として

２,２０５万円、それと、児童公園管理費で賃金として７０万１,０００円、これはどこを指すの

か聞いておきたいというふうに思います。工事請負費の方は９３ページに出てきます。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  １点目の児童クラブ充実強化推進事業につきましては、現在橘

児童クラブ、宮の下児童クラブ、油田元気っ子クラブ、浄念寺児童育成学級で実施をされており

ます。 

 それと、児童公園等管理経費につきましては、現在旧久賀地区に３つの児童公園が設置をされ

ております。その管理経費を計上しておるところです。 

 それから、児童公園の整備事業につきましては、旧橘庁舎の隣にあります土地に現在農村公園

を整備をしておりますので、そこへ遊具を設置するという事業であります。 

 それと、もう一点は児童館でしたかね。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  私が錯覚だったらいけんのんで再質問しますが、基本的には、

地域活動事業や延長保育事業、これがいわゆる保育園でやられておって、児童クラブについては

小学校のクラブ事業、いわゆるお母さん方がおられない子供たちに対して保育をする事業じゃな
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かったかと思いますが、ちょっと錯覚だったらいけんので再質問しておきたいというふうに思い

ます。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  児童クラブにつきましては、先ほどちょっと違った数字を言っ

たかもしれません。現在、町内で９カ所で児童クラブが設置をされております。一応時間につき

ましては、国の要項等で１日３時間以上というふうに定められておりまして、一応その開設時間

につきましては、各児童クラブで決定されるということになっております。一応通常は午後２時

から５時ぐらいまでということですが、特に夏休み、冬休み、春休み期間につきましては、ある

児童クラブでは一日中やるとか、そういうことで対応しているようであります。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  それぞれ４町ともそれぞれ児童クラブ事業については特徴があ

ります。そしてまた、進んだ部面では旧橘地区がありますし、延長保育についても基本的には旧

橘町が早かったというふうに認識はしてはおります。 

 その中で、今回予算上、この半年間でありますが、基本的には進んだところを踏襲しながら予

算執行していくという立場で見ておってよろしいのかどうなのか。予算上どうなのか聞いておき

たいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  児童クラブとか延長保育につきましては、各その保育園とかク

ラブが自主的に行うもので、これからまた要望があればどんどん設置をしていただきたいという

ふうに思っております。ですから、これまでの旧４町をそのまま引き継ぐという今の予算になっ

ております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。武政議員。 

○議員（１１番 武政 輝夫君）  １１番、武政。今、広田議員の関連になろうかと思いますが、

お許しをいただきたいと思います。９２ページ、さっき旧橘町の横の農村公園の後に児童公園整

備とおっしゃいましたが、実際的にはこれは遊具の整備と解釈していいんですか、どうか。主体

は、あれは農村公園事業として我々は夢を持ってやってまいりました。その遊具の整備とを解釈

していいのかどうか。その農村公園の中に２つの公園ができるのか。その点がまず１点と、もし、

これ遊具の整備だったとすれば、これは、基金は宝くじ振興協会の方から補助をいただいている

んですが、その補助金が幾らであったのか、再度お聞かせを願いたい。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  児童公園整備事業の工事請負費でありますが、農村公園に児童

遊具を設置するというものです。その設置は、一応農村公園ということになりますので、遊具を
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こちらの方で計上して、設置をして、実際は農村公園という名称になろうかと思います。 

 その設置の費用でありますが、日本宝くじ協会から３,６７５万円の全額補助を要請を受けて

実施するものです。 

○議長（新山 玄雄君）  いいですか。武政議員、いいですか。ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 次に、４款に移ります。衛生費について質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  １点は、火葬場にかかわる経費について質問しておきたいとい

うふうに思います。実際的に、旧町ともそれぞれ委託内容が違います。例えば、火葬場費につい

ては、運営についてかなり違うということで質問が出されておりました。いうことで、まず基本

的には、この半年間の予算ではありますが、実際的に例えば霊柩車委託、それと火葬場管理委託、

それぞれ違うと思います。各町ごとの──今、運営上は一応３カ所ありますが、それぞれ委託の

状況について、半年間ではありますが聞いておきたいと。それぞれが違うと思います。質疑をし

ておきたいというふうに思います。 

 それと、１０月以降のこんにちは赤ちゃん支援事業、大体予算的には何人分ぐらいを予算計上

されているというふうに認識しているのか。こんにちは赤ちゃん支援事業です。これはどのぐら

い見ておるのかという点で聞いておきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  東原生活衛生課長。 

○生活衛生課長（東原 正一君）  現在の火葬場の管理委託の件でございますが、それぞれ今３カ

所ございますが、橘斎場、久賀、大島とございますが、それぞれ管理委託しておりますが、旧町

をそのまま継承しまして、一応基本額等が現在それぞれ違いますが、一応それぞれの継承で行っ

ておりますので、委託料はちょっと違うかと思います。これいずれ１７年度では一応また見直し

をしようかと思っておるわけであります。 

 以上。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  それぞれ施設管理と霊柩車委託管理、それぞれ並行して報告し

てもらったらというふうに思うんですが。施設管理が幾ら、霊柩車運転にかかわる分が幾らとい

うことで。 

○生活衛生課長（東原 正一君）  １１６ページにございますが、大島火葬場におきましては、一

応委託料、これ霊柩車を運転したり、それぞれ管理人に委託するお金でございます。霊柩車を運

転して焼くと。それから、その下にございますが、あとは久賀火葬場におきましては、委託料

１１７ページにございますが、火葬場管理、これは管理人の委託でございます。それから、炉の

点検整備等ございますが、それが委託料が１６１万５,０００円ということでございます。それ
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から、橘斎場につきましては、委託料が斎場管理で２５８万７,０００円、それから霊柩車運転

が４１万円、炉整備点検２５万２,０００円となっております。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  こんにちは赤ちゃん支援事業につきましては、旧大島で１６人

分、旧東和で１３人分を予定しております。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  ちょっと規則もなければ、私たちあそこにあるということなん

ですが、実際にはめくる状況ではないんです、実際的に、規則要項等。だから、ちょっと質問が

煩雑になっちょると思うんですが。 

 実は久賀火葬場等について、例えば実際的には炉が１基というふうに聞きましたけど、実際的

に火葬場管理、それとこれがあります。例えば、霊柩車は例えば久賀葬祭場の場合はどこへ委託

しておるという格好がちょっとわかりにくいんです、この予算書で見ますと。ですから、ちょっ

と聞いちょきたいなと。 

 大体久賀の場合が、１１６ページの下段から久賀火葬場管理経費というのが出てきます。その

中に需要費が１０２万５,０００円、役務費が２万３,０００円、委託料が１６１万５,０００円

ということなんです。それで、火葬場管理、この中に１３６万２,０００円の中にすべてひっく

るめて運転者とそのいわゆる管理が皆入っちょるということで、ちょっと聞き取りにくかったん

で聞いちょきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  東原生活衛生課長。 

○生活衛生課長（東原 正一君）  お答えいたします。 

 橘の斎場につきましては、迎えにいきまして全部処理します中谷さんにお願いしております。

それから、久賀斎場につきましては、これは中谷英徳さんに迎えにいって処理すると。それから、

大島町、処理と言いますか、全部何もかも葬儀を──葬儀と言いますか、焼くのをするわけでご

ざいますが、それから、大島町につきましては、矢野さんの方へ委託しております。すべてを委

託しております。 

 以上でございます。（発言する者あり）一応管理費の中へ全部、それぞれ橘とは違うんですが、

それぞれ運搬等は入っております。 

 以上で終わります。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  今合併して３カ月になります。その中で、私たちも議員は議員

なりに調査をしよりますが、執行部の皆さん方は毎日勤務としてされちょると思うんです、実際
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的に。それで、一番私たちが知りたいのは、実態はどうなのかいうこと。予算を執行するに当た

って実態はどうなのかということで私たちは質疑の論点にしております。 

 ですから、例えば管理にしてもそれぞれ違うと思うんです。例えば、実態とすれば、私たちも

久賀の人に聞けばわかるんですが、それは事情でやるべきことではないと思っているんです。や

っぱり事情でやるのは、どういう委託契約が存在して、実際的にはどうなのかということを私た

ちは詰めて聞いちょきたいという立場で質疑をしよります。やっぱりもっと各旧町ごとに予算上

は執行するわけですから、中身をつかまえて執行するはずなんです。だから、その辺をやっぱり

ちょっとお願いしちょきたいなというふうに思います。 

 一応、今のところは何回もやってもちょっと進みません。ですからいいです。ほかの本当は衛

生費も今回あそこに初めて登壇されておる人が質問待っちょったんですが、できません。３回目

になりましたので。ぜひ、今後はよろしくお願いいたします。 

 以上、終わります。 

○議長（新山 玄雄君）  ありませんか。魚原議員。 

○議員（１７番 魚原 満晴君）  １７番、魚原です。１２４ページの一般廃棄物処理施設等建設

費です。それの委託料１,０１８万５,０００円、撤去調査業務５６５万５,０００円、調査設計

業務４６２万円の撤去いうのはどこの撤去ですか。教えていただきたいんですが。 

○議長（新山 玄雄君）  濱田環境施設課長。 

○環境施設課長（濱田 武重君）  ただいまの質問にお答えいたします。 

 一般廃棄物処理施設建設費の中の撤去費、これは旧焼却施設、清掃センターの今隣にあります

けど、旧焼却施設の撤去費です。よろしいですか。 

○議長（新山 玄雄君）  魚原議員。 

○議員（１７番 魚原 満晴君）  今の撤去施設はわかるんですけども、これはいつごろ撤去する

予定なのか。前の大島環境衛生施設組合のときには、台風来たときに、あれが倒れた場合はどう

なるんかという質問がかなり出ました。そのとき、なるべく早く撤去したいと言われたんですけ

ど、被害が受ける前に早目に撤去していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  濱田環境施設課長。 

○環境施設課長（濱田 武重君）  施設の方は昭和４８年にできて、もうかなり３０年近くたって

います。特にトンネルの倒壊等が心配されますので、地震とか台風とか最近多く来ますので、な

るべく早く、できれば来年度に予算要求をしたいなというような思いでおります。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

 尾元議員。 
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○議員（２４番 尾元  武君）  ２４番、尾元です。１２６ページ、清掃費の委託料になります。

脱水汚泥運搬及び堆肥化という部分の５２５万５,０００円ですが、こういった委託はどちらの

方にしていらっしゃるのかということでお尋ねしたいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  濱田環境施設課長。 

○環境施設課長（濱田 武重君）  じゃあ、お答えいたします。 

 し尿処理場の脱水汚泥の件だと思いますけども、これは一応今まで焼却をしていましたけども、

やはり堆肥化で有効利用をしようということで、２年前から下松の肥料会社に出して処理をして

おります。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑はないようでありますので、質疑を終結します。 

 次に移ります。第５款でございます。農林水産業費について質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  これも非常に旧町がそれぞれ予算を組んでやったことなんで、

非常にわかりにくい。ですから、基本的ではこれはあくまで旧町ごとの予算を積み上げたと。半

年分の積み残しということですので、それぞれそういう形の中で御答弁をいただければというふ

うに思います。 

 まず最初に、多分４町にまたがるんではないかと思いますが、１３２ページを見てください。

字は皆似ちょるようなんですが、農業生産総合対策事業、基本的には農協と一緒になってやって

いく事業というふうに思いますが、旧町ごとで統合したのかどうなのか。また、地産地消対応型

園芸産地事業、今言ったのは、最初が農業生産総合対策事業です。それと地産地消対応型園芸産

地育成事業補助金、それと私たちは初めて見るんですが、わけあり商品拡販事業補助金とか非常

にわかりにくいんです。それともうひとつは、果樹被災園復旧対策事業、中山間地もそれぞれ旧

町ごとにあれば、報告をお願いしたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  お答えをいたします。 

 初めに１３２ページですが、農業生産総合対策事業２,１１１万４,０００円でございます。久

賀地区でございますが、これが５５５万８,０００円、大島地区が３５３万６,０００円、東和地

区が５３１万２,０００円、橘地区が６７０万８,０００円となっております。 

 それと、地産地消対応型の園芸産地育成事業補助金でございますが、２,３３０万６,０００円

の内訳でございます。久賀地区が８００万円、東和地区が５０８万円、橘地区が１,０２２万

６,０００円となっております。大島地区につきましては、この地産地消の方ではなくて地産地
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消支援事業、こちらの方に計上いたしております。金額にいたしまして７４２万２,０００円で

ございます。 

 わけあり商品拡販事業補助金につきましては、後ほど答弁をさせていただきます。 

 果樹被災園復旧対策事業補助金でございます。２,３３３万２,０００円の内訳でございますが、

これは台風災害に伴いまして樹帯等が被害を受けた場合の果樹の改植とか補植等を実施するもの

でございます。 

 中山間地域等直接支払い事業でございます。３,６８１万５,０００円の内訳でございますが、

久賀地区で４６０万３,０００円、大島地区で２,１２０万円、東和地区で３５３万２,０００円、

橘地区で６４５万円となっております。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  山本農林課長。 

○農林課長（山本 定雪君）  わけあり商品拡販事業ですけれども、これは事業主体がＪＡであり

まして、この２年間かけてやっとるんですけれども、消費者の趣向の変化ということで、いいミ

カンをつくろうということで、袋がけといいますか、完熟ミカンをつくって消費者によい商品を

送ろうという事業でございます。総事業費が４０万円で、町が３分の１、ＪＡが３分の１、生産

者が３分の１ということでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  次は、単県と県営農業基盤整備事業について質問します。ペー

ジ的には１４０ページあたりからならへんかと思います。 

 今回、単県で単県及び県営等について、各町ごとにやっぱりそれぞれの箇所があるというふう

に思います。それぞれ里地さん方も含めて、実際的にどういうところで、旧町ごとにどういうと

ころでどういう事業を工事を計画しておるんだと。今回予算の中で執行していきたいというふう

に考えているのか、工事箇所等を求めておきたい。一つは単県、そして一つは県営、これは大規

模かな、そして里地棚田という格好で聞いておきたいというふうに思います。 

 それと、椋野漁港について聞いておきたいというふうに思います。基本的は１７年度で終わり

ということらしいんですけど、実際的に今年度、１５年度から繰り越して１６年度、旧久賀町分

の範囲と、そして１０月に専決でやった範囲と、そして今回予算上出てきたというふうに、予算

の流れからしたらそういうふうになりますが、椋野地区については、基本的にはそれぞれの執行

形態があると思います。椋野漁港整備事業並びに繰り越し分、業業集落環境整備事業等も繰り越

し分が出てるんじゃないかというふうに思いますから、その点の答弁、１５年度繰越額、そして

１６年度旧町時代の執行額と１６年度旧町代の執行額と合併後の執行額ということで、答弁がで

きればお願いしときたいというふうに思います。 
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○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  お答えをいたします。 

 初めに１４０ページの単県農村漁村整備事業６,８１１万円の内訳でございます。委託料につ

きましては１,６４４万５,０００円となっておりまして、小平上田原線、これ東三浦でございま

すが、これらのほか６件の委託料でございます。 

 工事請負費の４,４３１万１,０００円の内訳でございますが、これも小平上田原線等を初めと

いたしまして、棚田線舗装工事、これ日見でございます。棚田水路、これも日見でございます。

真宮公園線道路整備工事、これも庁舎前になります。橘庁舎前でございます。田ノ浦かんがい、

これも補助でございます。和田ため池、これも補助事業でございます。そのほか単独事業が３件

伴っております。 

 それと１４１ページの県営農業基盤整備事業でございますが、これは負担金でございますが、

中山間地域総合整備事業の負担金といたしまして、１億１,５７８万６,０００円となっておりま

す。これは瀬戸が４カ所になっております。負担率につきましてはいろいろ違いますが、工事費

の１５％とか事務費の２５％というふうになっております。 

 それと広域農道の整備事業負担金でございます。５,２５０万円、これは旧大島、旧橘、それ

と旧大島、旧橘となっております。 

 それと一般農道の整備事業負担金が３,５３８万８,０００円ございます。椋野、和田、和田二

期、安下庄となっております。 

 それと、農地保全事業の負担金が１,０５０万円、これは地家室二期でございます。 

 それと、ふるさと農道整備事業負担金が１,４８７万７,０００円、これは和田地区でございま

す。 

 同じく１４２ページの里地棚田保全整備事業でございますが、委託料につきましては３カ所の

委託料が１,０６０万５,０００円となっております。工事請負費の２,８３８万７,０００円でご

ざいますが、湯所地区補助で志佐でございます。塩宇地区、補助で塩宇でございます。あと単独

町費が２カ所ございます。 

 それと１６２ページになりますが、漁港関係の椋野関係の繰り越し分ということでございます。

今回９月末までに支払いしている金額があります、支出がございますので、１５年度の事業費か

ら説明いたします。 

 まず、椋野地区漁港環境整備事業でございますが、平成１５年度の事業費が１億２５万円、こ

のうち繰越額が７,４７３万円でございます。繰越額のうちの９月３０日までに支出した額でご

ざいますが、これは事務費ということで１９万４,４６３円を支出しております。暫定予算で

３,８１１万円を計上いたしておりまして、今回の補正額が３,６４２万７,０００円ということ
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で、補正後の予算額が７,４５３万７,０００円となっております。 

 １６２ページでございますが、椋野地区漁業集落環境整備事業でございます。平成１５年度の

事業費が２億８０万円、繰越額は１億１,９６２万円となっております。繰越額のうちで９月

３０日までに支出した額が、事務費で１,４８５万３,０００円でございます。暫定予算で

５,９８２万８,０００円を計上いたしております。今回補正額といたしまして５,９６８万

８,０００円、補正後の予算額ということで１億１,９５１万６,０００円となっております。 

 同じく１６２ページの久賀地区地域水産物供給基盤整備事業でございますが、平成１５年度の

事業費が１億３,３５９万５,０００円、繰越額が６,３３５万円、繰越額のうちで９月３０日ま

でに支出した額が、本工事費で１,３５９万５,８５０円、事務費で１５万６,４０５円、暫定予

算といたしまして２,４４５万円を計上しております。今回補正額ということで２,４４６万

５,０００円を計上いたしまして、補正後の予算額が４,８９１万５,０００円となっております。 

 最後に１６７ページになります。椋野地区海岸保全事業でございますが、平成１５年度の事業

費が５,６６４万円、繰越額が３,３７５万円、繰越額のうち９月３０日までに支出した額が、本

工事費でございまして１,１２４万３,１５０円でございます。暫定予算で７２９万３,０００円

を計上いたしておりまして、補正額といたしまして２０万２,０００円、補正後の予算額が

７４９万５,０００円となっております。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  商工振興についても聞いておきたいと思います。 

 予算上はページ数は１７０以降になります。基本的には（発言する者あり）ごめん。 

○議長（新山 玄雄君）  今５款でございますので、農林水産業費について質疑はありませんか。

安本議員。 

○議員（１番 安本 貞敏君）  １番、安本です。ページから言いますと１４９から１５０ページ

のとこでございますけれども、有害鳥獣のことにつきましてお尋ねしたいと思います。 

 現在８６０万円余りの予算を組んでやっておられるわけなんですが、農家の現状は非常に今年

度は厳しいものがありまして、ミカンの生産量も少ない。それにさらに、木の上の方はカラスに

やられる。中の方はヒヨドリにやられる。下はタヌキにやられる。地下の方にあるものはイノシ

シにやられるというような状態で、非常に被害が大きなものがありまして、ここに組んでおられ

る金額以上のものが、相当のものが私は被害が出ておると思うんですが、聞くところによると、

狩猟免許あたりも町の職員さんとかあるいはＪＡの職員さんあたりも免許をとられたという話な

んですが、どこまでどの程度やっておられるのか。何か、農家の方では自己防衛に花火を使って、

実はカラスあるいはヒヨドリをおっぱらっておると。しかしながら、これも一時的なものでして、
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またすぐに戻ってくるというような状態なんで、どうも特に空を飛ぶものについては、銃器を使

っておられんであろうと思うんですが、音は聞いたことがないというようなことで、非常に量が

ふえておるように、年々といいますか、特にことしはまた多いんじゃないかと思っておるんです

が、この点の取り組みはどのようにやっておられるのか、教えていただきたいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  山本農林課長。 

○農林課長（山本 定雪君）  有害鳥獣のことなんですけれども、おっしゃるとおりで、今、各郡

内各所から農林課の方に電話が入っております。対策といたしましては、鉄砲の件、まず言いま

すと、大島地区ですけど横見地区とかいろいろあるわけなんですが、２回３回電話かかりまして、

うちもその対策は黙ってるわけいきませんので、一応ハンターにお願いしまして、カラスの駆除

をお願い２名お願いしました。 

 例えば、ハンターが行ってその服装をしとったら、カラスは逃げるそうです。どうしてもユニ

フォームがありますんで、オレンジの帽子とそのユニフォーム着とったら、それを着なくちゃ駆

除ができません。そのユニフォームを着たら、もう逃げて、帰ったらまたそこに来る。 

 それで、そのハンターちゅうのは鉄砲、カラスは上の方はカラスとヒヨドリなんですけども、

鉄砲と今、ここに１５０ページにありますけれども、被害防止施設緊急整備事業、この防鳥ネッ

トという事業しかございません。今、大変農林課としては苦慮しております。 

 カラスにつきますとそういうことなんですけど、イノシシにつきましては、これも１０月合併

しまして、すぐ一気に東和町の方でとれまして、２頭、合併の日にとれまして、すぐ午後、農業

委員会が済んで４時ごろ行ったわけなんですけれども、１０月１日から約１３頭ぐらいとれてい

ます。先週の日曜なんか３頭一気にとれまして、毎週土日に２頭なり３頭、全体的に１９頭とれ

ております。 

 先ほど議員さんおっしゃいましたけど、免許の方です。私も持っとるんですけど、去年からと

にかく免許を持っておるんが少ないので、わなの免許を取ろうということで、町の職員また農協

の職員、一般の方、それぞれかなりふえました。２０名、３０名ふえまして、今そのわなを仕掛

けております。それで今、タヌキはとれております。これからタヌキにつきましては、来年に入

って鉄砲隊を今度は柳井の方から指導の者を呼びまして、それここの予算にも入っておりますけ

れども、１００万円くらいかけてイノシシの駆除はやろうということです。イノシシの出ところ

はすべて旧東和町です。旧東和町が出ます。（笑声）旧東和町。どうしても山が低いということ

で、山が低いので、もちろん旧久賀にもおりますし旧大島にも足跡ちゅうのを見かけてはおるん

ですけど、どうしても東和町は山が低いので、そういうことで民家の横に出ております。全部イ

モとか何か食べております。外入にしてもしかり、小伊保田にしかり地家室にしかり、山が薄い

ところは、浅いところはそういうことになっております。今、タヌキにつきましては、委託とし
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てかなり２,０００頭なりとっております。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。平川議員。 

○議員（２１番 平川 敏郎君）  ２１番、平川です。ページ１３１の１９節のグリーンツーリズ

ム推進戦略事業負担金でございます。昨日の過疎地域自立促進計画の策定についてにも、この件

は出ていました。農林水産業との調和を図りながらグリーンツーリズム、ブルーツーリズムの普

及を促進云々というのが出ておりまして、私、多分山と海だろうと思うんですが、よろしければ

グリーンツーリズムとブルーツーリズムの違いいうか、どういった事業かお答え願いたいと思い

ます。 

 それともう一点は、先ほど安本議員さんからもございましたが、ページ１５０ページですか、

１５０ページの１３の委託料の有害鳥獣捕獲というのが上がっております。有害鳥獣は、特にイ

ノシシは旧町から予算計上しております。現在、イノシシの旧各町の捕獲実績いうか、その辺の

数量をわかる範囲で結構ですがお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  お答えをいたします。 

 １３１ページのグリーンツーリズム推進戦略事業負担金３０万円でございます。このグリーン

ツーリズムと申しますのは、緑豊かな農山村で、その自然、文化、人々との交流を楽しむ、いわ

ゆる滞在型の余暇活動のことでございます。 

 この事業の目的でございますが、地域資源を生かした住民主体のグリーンツーリズム活動を支

援することにより、地域の活性化に資するものということでございます。 

 事業内容といたしましては、グリーンツーリズムを推進するネットワークづくり、それと推進

組織の設置、周防大島型のグリーンツーリズム推進戦略計画の策定をするというものでございま

す。 

 平成１６年度は３０万円でございますが、これは町と県で２分の１ずつを負担いたしまして、

これを推進組織に対して拠出するというものでございます。実行委員会は１１月２５日に設立を

いたしております。 

 この事業につきましては、案でございますが、平成１７年度から１８年度にかけて補助率が国

が２分の１、県が４分の１、町が４分の１になりますが、この事業で推進していく予定でござい

ます。 

 それとブルーツーリズムの違いでございますが、これも一応セットとはなっております。ブ

ルーツーリズムでございますが、これは海の資源を活用した漁村地域の余暇活動のことでござい

ます。この事業につきましては、現在まだ具体的なものはございません。 
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 それと、有害鳥獣の実績につきましては、後ほど担当課長の方から答弁をさせていただきます。 

○議長（新山 玄雄君）  山本農林課長。 

○農林課長（山本 定雪君）  お答えします。 

 タヌキが旧４町単位でちょっと今トータル出してないんですが、旧４町単位で申しますと、久

賀が４００、カラスが３０、イノシシが３（「早い」と呼ぶ者あり）そうですか。タヌキが

４００、カラスが３０、イノシシが３です。旧橘地区、タヌキが５００、カラスが３００、イノ

シシが４頭、これはちょっと去年になります。それと、旧大島がタヌキが５００、カラスが

３００、イノシシが２頭、東和につきましてはタヌキが７５０、カラスが２００、イノシシが

１０頭、あくまでもこれは１５年度のとれたということになります。まだ１６年度は出していま

せんので。 

○議長（新山 玄雄君）  いいですか。平川議員。 

○議員（２１番 平川 敏郎君）  済いません。先ほどの答弁の中で実行委員会というのが立ち上

げたということでございますが、この実行委員会というのは、これ質問外になったら失礼ですが、

何名ぐらいでやられるんですか。 

○議長（新山 玄雄君）  山本農林課長。 

○農林課長（山本 定雪君）  先ほど部長が言いましたように、１１月２０日以降ちょっと１１月

の実行委員会立ち上げまして、メンバーが委員２４名です。そのときに会長さん、副会長さんが

決まっております。会長さんが土居の河野さん、副会長が出井の沖永さんということになってお

ります。 

○議長（新山 玄雄君）  よろしいですか。ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  それでは、暫時休憩をいたします。１時まで休憩をいたします。 

午前11時53分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（新山 玄雄君）  それでは再開をいたします。 

 ６款の商工費に移ります。１６８ページですか、商工費について質疑はありませんか。広田議

員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  商工費について何点かお聞きします。 

 まず１点目が、商工関係振興費に入ると思いますが、各町に対する旧商工会ごとに支出形態が

なっとると思います。それぞれこの執行期間中に出される商工費について、各町商工会ごとに報

告をまず求めたいというふうに思います。 
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 ２点目が、公共交通対策に対する支出です。これがやはり１６９ページから支出形態がある。

ごめんなさい。１７１ページです。交通対策事業のうちの生活路線維持負担金、及びそのほか廃

止バス路線代替運行事業、そしてまたその中でもいろいろ出てきます。そういう格好で、それぞ

れ運行上は旧東和町が二つの形態、佐連線を一つの委託、そしてまた本線を旧大島そして旧久賀、

そして旧東和出されておりますし、また安下庄線については、それぞれの関連した町、例えば旧

大島町と橘町が出されておるという形態に支出形態になっていると思います。 

 それぞれに各町ごとに支出額をこの予算内で幾ら出すのかという点で、報告を求めたいという

ふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  お答えいたします。 

 初めに１７０ページでございますが、商工振興事業の補助金５９１万４,０００円の内訳でご

ざいます。久賀商工会４５万円、１６年度全体では５２３万９,０００円となっております。大

島商工会５０万円、１６年度全体で６５０万円でございます。東和の商工会２６５万円、１６年

度全体で５３０万円となっております。橘商工会２３１万４,０００円、１６年度全体で４６２万

７,０００円でございます。 

 １７１ページの生活交通路線維持負担金２,６０５万６,０００円の内訳でございます。旧久賀

町で７３３万２,０００円、旧大島町で９７０万円、旧東和町で３６５万３,０００円、旧橘町で

５３７万１,０００円となっております。 

 １７２ページの廃止バス路線代替運行補助金２,２２０万７,０００円の内訳でございますが、

旧大島町が４７５万円、旧東和町が１,８６３万７,０００円、旧橘町が７８万４,０００円とな

っております。この金額には含まれておりませんが、旧大島町で支出済み分が２００万円ほどご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  次に、観光費関係で聞いておきたいというふうに思います。 

 基本的には、観光費は公園管理費が大きく支出されております。金額的には、ページ数は

１８０ですけど、４,２２７万円になっております。このうち委託料がそれぞれ分かれておりま

すが、旧大島町なら例えば基本的には瀬戸から屋代ダム周辺と。各地域それぞれ片添というふう

になっとると思いますが、実際的なここに出ておるのは、片添と大きい支出が片添と片添のこれ

は何ですか。施設管理と管理業務ですか、いう格好で出ておるんですか。中身の委託形態の中身

の範囲を聞きたいと。 

 ここの６７７万３,０００円は、大島町分というふうにとっていいのかどうなのか、含めて聞
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いておきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  お答えいたします。 

 １８１ページの公園管理の６７７万３,０００円の内訳でございますが、これは屋代ダム公園

等がございます。それと文珠山山頂のトイレの清掃業務、瀬戸の駐車場のこれは車の放置がござ

いましたのでこの撤去費。それと飯の山山頂に倒木がありましたのでこの処理。それと白木山公

園管理業務といたしまして五条の千本桜、この補植業務というものが入っております。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  中原商工観光課長。 

○商工観光課長（中原  忍君）  片添ケ浜海浜公園の管理業務でございますが、これは第三セク

ターのふるさとセンターへ委託分でございます。これが片添ケ浜海浜公園管理業務ということに

なっております。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  私の間違いですか。片添ケ浜海浜公園管理業務が三セクターの

方へ委託しちょるんですか。施設管理の方が委託ですか。それぞれちょっと支出形態が違うんじ

ゃないですか。一緒なんですか。例えば、こういう部門で委託管理をしちょるのが、こちらでこ

ういう管理を委託しちょるのが幾らということになるんですか。これ合わせたら２,７００ちゅ

うことじゃないですよね。庄南ビーチ、じゃろ。じゃけ、分かれちょるんじゃないんですか。管

理とあれと、合わせたら２,７００ちゅう意味じゃないんですか、これ予算上は。 

○議長（新山 玄雄君）  中原商工観光課長。 

○商工観光課長（中原  忍君）  お答えいたします。 

 公園の管理業務と施設の管理で分かれております。公園の管理業務の方につきましては、県の

方から委託を受けておるというような格好になっております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  ３回目じゃがね、ちょっと待ってや。言うのが、私の方は県の

委託から受けようが何をしようが、支出先が違うんじゃないんかねということなんですよ。支出

先、それと管理する内容が違うんじゃないかねちゅうこと聞きよるわけよ。わかるかね、意味が。

管理する内容が違うから、いわゆる支出が分けて出しちょるわけなんじゃろ、ここへ。じゃない

んですか。そこを聞きたいわけなんよ。 

○議長（新山 玄雄君）  中原商工観光課長。 

○商工観光課長（中原  忍君）  管理先は同じでございます。だから、施設の方の施設が例えば
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テニスコートあるいはログハウス、そういった等があります。それともう一つは、ＣＣＺでつく

りました公園がありまして、その方の管理と施設の方の管理が分かれております。委託先はふる

さとセンターで同じでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 次に、第７款土木費について質疑はありませんか。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  ちょっと１３９ページになりますが、節のところの１９海岸侵食

対策事業というのが、これはどこの事業ですか。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  お答えをいたします。 

 １９３ページに海岸侵食対策事業負担金８８０万円がございますが、これは久賀の海岸でござ

います。大島側の取りつけのところに、現在離岸堤の内側に侵食対策事業を行っております。そ

の事業でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  であるならばちょっとお聞きしますが、ここは当時、これは県の

事業だと思うんですが、地元の説明会ではあそこに松林をという国なりの事業内容が松林を植え

るということでありましたが、実際問題、最近久賀の中では、松林は暗すぎると、何かイメージ

が悪い、ほかのものにならないだろうかという意見。これは多分、部長さんもお聞きだと思うん

ですが、その辺はこれから県なり国にどういう、これはただどの辺までの要望があるか把握して

みないとあれですけれども、そういう要望もあるわけですが、把握をしておられるんでしたら、

これから県なり国なりにどういうふうに要望されていくか、その辺を少し御答弁ください。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  今の侵食事業に松林ということで、松を植樹するという計画で

ありました。地元の要望といたしましてはヤシの木ということで、県の方もその辺は承知をいた

しておりまして、要望どおりヤシの木で実施できるのかどうかということを、現在調査検討して

いるという状況でございます。県の方も十分承知をしております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  まず１点が、街灯に対する事業がここに入ってくるんじゃない

かと思います。１８７ページ、街灯管理企業という格好で入ってきます。これは旧町的にはどこ

の地域なのか、報告を求めたいというふうに思います。 

 それと、負担金等で出てきます、負担金補助および交付金で出てきます１,１４５万円、これ
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は旧町ごとにそれぞれ工事箇所等を報告をもとめたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  お答えいたします。 

 １９０ページの道路改良事業等の負担金１,１４５万円の内訳でございます。これは県の道路

改良事業に伴いまして、５％の町負担ということでございます。 

 内容といたしましては、単独道路改良事業で西方、それと同じく両源田、片添、馬ケ原、久賀、

古城、庄南、源明、それと国道志佐、家房地区が該当いたしております。 

○議長（新山 玄雄君）  松井建設課長。 

○建設課長（松井 秀文君）  １８７ページの街灯管理事業でありますが、旧町の予算で大島、久

賀の予算が入っております。損害保険料の５万７,０００円は、大島地区の１７３本分の保険料

です。それと工事請負の１１万９,０００円、これについては、旧久賀町分の街灯の修理費です。 

 それと、今回補正で７７万３,０００円、橘地区の街灯の修理と自動点滅機の取りかえほかと

なっております。 

 光熱費については６０万３,０００円、これは大島地区と橘地区の半年分の電気代です。 

 それと、補助金及び交付金でありますが、旧町久賀地区の旧町分で防犯灯、街路灯とは別もん

ですが、防犯灯の補助金として６万４,０００円あります。これはもう支出済みです。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  もう一、二、聞いておきたいと思います。港湾関係が、きのう

も過疎計の中で聞いていったわけなんですが、それぞれ県事業負担金として出されております、

港湾。それぞれどのくらい１６年度、これはどういう場所に支出するのか聞いておきたいという

ふうに思います。 

 それともう一つは、住宅関係でページ数で言えば１９６ページですが、住宅で工事費が出てお

ります。これは旧町でどこの部分なのか聞いておきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  お答えをいたします。 

 １９３ページになりますが、負担金補助および交付金の各負担金がございますが、これの内容

説明ということでよろしいでしょうか。 

 初めに、港湾改修事業負担金４,６５０万円でございますが、これは久賀港湾の改修事業と安

下庄港湾の改修事業が該当いたします。 

 海岸侵食対策事業負担金８８０万円でございますが、これは先ほど申しました久賀海岸でござ

います。 
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 高潮防災ステーション事業負担金２８４万２,０００円でございますが、これは伊保田港、白

木港、久賀、橘、それと大島が該当いたします。 

 付随単独港湾改修事業負担金２２０万円でございますが、これは二つの事業がございます。 

 準単独港湾改修事業負担金１６０万円でございますが、これも二つの事業が該当いたします。 

 海岸単独自然災害防止事業負担金でございますが２８８万円、これは出井でございます。 

 海岸局部改良事業７２０万円、横見地区でございます。 

 海岸高潮対策事業２,７３６万円でございますが、これは小松港と小松開作、沖浦港が２カ所

でございます。 

 港湾統計補助事業１,６５０万円でございますが、これは伊保田港でございます。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  東原課長。 

○生活衛生課長（東原 正一君）  １９６ページの住宅の工事請負費２,７４４万３,０００円の件

でございますが、これは旧橘町の栄住宅の改修工事でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  ないようでありますので質疑を終結します。 

 次に移ります。第８款消防費について質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  まず、常備消防費経費であります。これが２億１,７９１万円

ということで、半年分の負担金ということで出ておりますが、この基礎となる根拠について報告

を求めたい。基礎となる根拠。例えば、きのう答弁がありましたよね。例えば、出発点で１８あ

ったと。１８分の４でしたか、４町が負担しちょるわけですから。それが合算されてこの金額に

なったというふうに見ちょるわけなんです。その半年分と。半年分かどうかちょっとわからんで

すがね。 

 これはこの方面で何％、こっち部門で何％いう出し方をしちょるんじゃないかというふうに見

ちょりますが、基礎となる根拠となる出し方について聞いちょきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木総務部長。 

○総務部長（椎木  巧君）  常備消防費の負担金の問題でございますが、昨日の一部事務組合の

加入脱退のとこでもありましたように、旧町が加入しておりました段階、要するに平成１６年

４月１日の段階の負担金、組合の規約でございますが、規約に載っております均等割と人口割で

求められておる１６年４月１日現在の負担金を、そのまま１６年、１７年に適用するということ

で、規約の改正を今行っておるところでございますので、従来どおりの負担金だというふうに思

っております。 
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○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  それと多分、計算式はあると思います。また聞きます。 

 基本的に聞いておきたいのは、備品購入等がそれぞれ旧町ごとに予算化されて不執行の部分と、

改めて上げてきた部分と、さきの専決の部分ということで、私の方ではまだ振り分けができてお

りませんので、改めて同じようなことを聞くかもわかりませんが、よろしくお願いしたいという

ふうに思います。 

 一つは、今回出そうとする備品購入、これはページ数で言いましたら１９９ページですが、

２１９万円の支出形態をしております。必要としております。これについての地域、中身です。

それとあわせて２００ページの各消防機庫はわかりますが、設備改修と防火水槽の場所について、

報告求めたいというふうに思います。また、土地購入費がでておりますが、これは例えば消防機

庫改修ではないと思いますが、防火用水になると思いますが、防火用水もしくは防火設備になる

かもわかりませんが、例えば今まででしたら土地は地元負担という格好で防火設備をしてきまし

たが、耐震性の消防なら土地ごと例えば町が見るのかどうなのか。それも含めて聞いておきたい

というふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  吉田総務課長。 

○総務課長（吉田 芳春君）  ただいまの質問にお答えさせていただきます。 

 備品につきましては、可搬ポンプとホースを予定しております。これは旧東和、旧久賀、旧橘、

旧大島というようなことではなくして、全体的な予算でということで計上させていただいており

ます。 

 それと防火水槽でございますけれども、これは３カ所でございます。これは鹿家と油良、正分

ということで、これで２,５００万円。消防機庫ですが、消防機庫につきましては、１１分団の

志佐、それから第１３分団の日見で９２１万５,０００円ということになっております。 

 それと公有財産の購入につきましては、これはさきの臨時議会でも答弁させていただいとると

思いますけれども、油良地区の防火水槽ということであります。これの用地につきましては、町

で全額負担というような考え方で予算計上させていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  例えば、私も他町のことちょっとわからんのですが、例えば今

後とも基本的には、防火用水等を設置する場合に、町が土地を負担してもらえるという格好でと

らえておってよいのかどうなのか、聞いときたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木総務部長。 

○総務部長（椎木  巧君）  防火水槽の土地の御質問でございますが、これも合併前に旧町では

- 113 - 



いろいろ取り組みがまちまちでございました。今、御指摘のように、例えば地元が提供するとか、

または借地をするとか、または町が買い取るとかいうふうな対応で分かれておりました。 

 それで、例えばもとの所有者が相続または売買等で大きな土地の中の一部を借地しとったわけ

ですが、そのような中で全体の土地を売買した、または相続したというときになって、ちゃんと

した契約が残っていなかったというふうな場面もあったりして、後々になってこの土地が本来、

本当に借地契約が結んであったのかというような問題が起こったりしたという例もありまして、

町の大きな財産が設置されるわけでございますので、町がちゃんと土地を取得して町の所有権を

取得して、それで買収してつくろうというふうな方針でいっております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。椎木総務部長。 

○総務部長（椎木  巧君）  先ほどの広田議員さんの御質問でございますが、広域消防組合の経

費の資源方法でございますが、組合の規約によりまして、負担金の額は負担金の総額の１００分

の２０を関係市町の均等割、負担金の総額の１００分の８０を関係市町の最近の国勢調査の人口

に比例した人口割で、関係市町が分布するというふうになっておりますので、その形で１６年

４月１日のとおりでやっていきたいと思っております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  御質問しますが、交際費が出ておりますが、この交際費は今度、

新しく出された団長だけの交際費か、それとも旧町のときも団長には交際費がありましたが、支

部長にも交際費があるのかどうか。 

 それと、団員の制服なり作業着が統一をされておりませんが、これについて１６年度を予算化

をしておるのかどうか。してないようであれば、将来どうなるのか。 

 それと、先ほど消防機庫が工事請負費の質問がありましたが、工事請負費として出ております

が、これは何個分を予定をしておるのか。どういった経緯、またどの程度の規模の機庫を予定し

てるのか。その３点、お願いします。 

○議長（新山 玄雄君）  吉田総務課長。 

○総務課長（吉田 芳春君）  お答えさせていただきます。 

 団長交際費でございますけれども、これは当面４町の交際費を計上させていただいております。

それで、団長はもちろんでありますけれども、支部団長についても交際費を充てていくというこ

とでなっておりますので、従来どおり旧団長と同じような形で交際費が支出されるということに

なろうかと思います。 

 それと、消防機庫でございますけれども、これは２カ所であります。先ほどちょっと一部申し

上げかけましたけれども、志佐地区と日見地区の２カ所でございます。 

 それと、制服につきましては今後の課題ということになっておりますけれども、当面は新入団
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員等が入ってこられました場合には、当然、作業着等が要るわけでありますので、そういうもろ

もろのものにつきましては、このたび６０万円を予算計上させていただいております。 

 以上でございます。 

 作業服につきましては、今まで従来貸与しとったものがあると思いますけれども、いずれはも

う製造されないということでありますので、今後は新しい制服に切りかえていくということで、

予算を伴うものでありますので、段階的にこれは分団長会議とか、そういう団長さん等の意見も

踏まえながら整備を進めていくという形になろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  先ほどの消防機庫は、どういった経緯で今後、今の志佐と日見で

したか、つくり直すのかということを先ほどお伺いしましたが、２個ということは、約１個が

４００万円ということであれば、今まで久賀も機庫をずっとやりかえてきましたが、久賀がやり

かえた機庫については、新しい消防車を入れかえたということで、大きな機庫が必要だというこ

とでやりかえた経緯がありますけれども、この今の２個については、どういった経緯でやりかえ

らるのか。新しい消防車を入れかえて、その入らないがためにやりかえるのかどうかということ

と、だから面積がどうせやりかえるんであれば、将来的には、もうどこも久賀のように消防車を

導入していかんにゃいけんと思うんで、そういった面積をつくる予定してるのかどうか。一番そ

こが今回一番知りたいわけですが、将来またそういうふうに消防車を購入したときに、また建て

かえるようであればむだなことになりますんで。 

 ただ、今、後ろの方で老朽という話がありましたけれども、ただ老朽だけで建てかえるんであ

れば、やっぱり今度はそういう消防車が入るような大きなというか、きちっとしたのに建てかえ

してほしいと思いますんで、その辺をもう少し詳しくお聞きしたらと思います。 

 それから、今の制服については将来統一していくということなんであれですが、出初式ですが、

出初式が来年予定をされておりますけれども、出初式についてはこれ経費がちょっと見当たらん

わけですが、今後は今までは各旧町において出初式やられたわけですが、今後はどういった形態

で出初式をやられるのか、その２点をもう一回お願いします。 

○議長（新山 玄雄君）  吉田総務課長。 

○総務課長（吉田 芳春君）  お答えいたします。 

 消防機庫につきましては、道路の拡幅というところで、２カ所そういう道路の建設関係で消防

機庫をちょっと移転しなければいけないというようなことで、この日見地区と志佐地区ですか、

これを新規に建築させていただいております。 

 それと出初式でございますけれども、これにつきましては、一応基本的には周防大島町一つの

町になりましたので、１カ所でやるということで、当初は支部分団ごとに出初式をというような
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ことも考えておりましたけれども、やはり周防大島町を一つの町ということでやっていこうとい

うことに決定されまして、１７年度につきましては大島地区でやろうと。それと県西順というこ

とで、大島町を皮切りに大島、東和、それに橘、久賀ということで、４年に１回、それぞれ会場

が持ち回りということになります。 

 それと、屋内、屋外いろんな形態でやられておりましたけれども、一応屋内でと、基本的な考

え方は屋内でやっていこうということで、１７年度につきましては文化センターを予定しており

ます。ここは人数の関係で、ある程度制限をしていかなきゃいけないということで、一応３５０人

収容できるということで、地元の大島地区支部分団団員につきましては、基本的に全員参加と。

それと、さらに表彰される方も一応全員ということと、あとの残りの旧３町につきましては、お

おむね３０名程度ということで、各支部団の方で人選していただいて、出初式に参加していただ

くというような計画を持っております。 

 それと、その持ち回りでやる段階におきましては、旧町からのやり方を基本に踏まえてやって

いくということで、視閲とか観閲とかいろいろやり方も違うようでありますけれども、一応それ

ぞれの旧町の当番になったときは、そういうやり方でやっていこうではないかというようなこと

で、進めさせていただいております。 

○議長（新山 玄雄君）  浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  ですから機庫の面積がわかればと。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木総務部長。 

○総務部長（椎木  巧君）  消防機庫の面積のお尋ねでございますが、これも各町によって大変

大きな取り組みの差があります。久賀町では各分団に消防車と、または車を配備いたしておりま

す。あとの３町では、町の方で独自に各分団に車を配備しておるというとこが、すべてに配備し

ておるというところはございません。要するに、まだ可搬ポンプを中心に消防団の各分団の組織

をいたしております。 

 そういうことでございますので、今、新町になったからすぐさますべての分団に消防車または

消防車両というようなものを入れるということは、非常に経費の問題からしても不可能でござい

ます。 

 それで、今まで可搬で非常に困っておったという、特に消火活動におくれたということもござ

いませんので、今の段階では消防車と可搬ポンプとを組み合わせた状態で分団を組織していきた

いと思っております。 

○議長（新山 玄雄君）  浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  いや、僕はそういうことを尋ねたんじゃないんです。同じ、もう

新しく機庫をつくりかえるんであれば、将来的にはそういう方向になってくるであろうから、消
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防車を導入するような方向になってくるであろうから、どうせつくるんであれば、消防車が入る

ようなきちんとした久賀のような形の消防機庫をつくるべきじゃないかということで、今回どう

いうこれは面積かというふうにお伺いしたわけです。 

 ですから、そういうのを今回この２カ所をつくるんであれば、僕はそれでいいと思うんです。

だけど、それより小さいんであれば、同じつくるんであれば、もう大きいのをつくっとった方が、

将来そういうふうになってくるであろうからという意味合いで、面積をお聞きしとるわけ。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木総務部長。 

○総務部長（椎木  巧君）  そういうことでございますから、私の方は消防車を今導入するとい

う計画はございませんので、今ある面積で十分だというふうに思っております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。平川議員。 

○議員（２１番 平川 敏郎君）  失礼します。２１番、平川です。 

 ページ１９９ページですが、１３節の委託料、この中にヘリポート管理というのが１０何万円

あがっております。へリポートの管理ですので、常時、離発着が可能でなければなりません。多

分、旧久賀の前島ですか。ちょっとその辺、どこの場所かとどれくらいの広さの管理かと、それ

とどの程度の回数かというのをお聞き申し上げます。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木総務部長。 

○総務部長（椎木  巧君）  ヘリポートの件でございますが、前島と浮島というふうに記憶して

るんですが、当然、ヘリポートがちょっと私もまだ前島のヘリポートの状況は確認いたしており

ませんが、浮島の状況で言いますと、ヘリポートは山のある程度平地のとこにあるわけでござい

ますが、周りが草葉でございまして、その草刈りとかそういうふうな管理を委託しているという

ことでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  平川議員。 

○議員（２１番 平川 敏郎君）  私も勉強不足でその地域がわからないんですが、またで結構で

すんで、前島と浮島の方のどのくらいの管理かというのを教えてください。（「よろしゅうござ

います」と呼ぶ者あり） 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 次に、９款教育費について質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  ２点ほど聞いておきます。 

 一つは、図書館費であります。今回それぞれ充実という立場で言えば、合併後図書館が充実し

職員の配置も司書を中心に配置ができたという部分が、前進面かなというふうに見ております。 
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 そうした中で、それぞれの町がそれぞれの町の図書館がそれぞれ備品購入費を組んでおります。

そういう中で大島図書館、これは２５４ページですけど、備品購入の中に１１５万２,０００円

が組まれております。これは一つはプリンターの設置も入っとるんかどうなのか。行ってみます

と、御承知のようにプリンターが一つしかないんです。その中でプリンターが入っちょるんかど

うなのか、その確認ぜひ。これはプリンター入っちょるんじゃないかなというふうに思うんです

が、確認しちょきたいというふうに思います。 

 それともう一点、実は公民館で私どもにやっぱりいろんな意見が出されております。今回この

予算上に出ておるのが現行の公民館ということで、既存の大きな公民館ということで出されてお

ります。若干とぼけた質問をしますが、旧町村時代、そのもっと前の町村時代に、それぞれに公

民館というものがそれぞれその地域にあったわけなんです。その中で、現行公民館でそれぞれそ

の地域の例えば集会所として活躍してきました。そういう中で、実際に維持管理とか旧公民館等

はどのようにされているのか、聞いておきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  鍵本社会教育課長。 

○社会教育課長（鍵本 一和君）  質問にお答えいたします。 

 図書館関係の１１５万２,０００円のプリンターの件、申しわけございません。後ほどお答え

いたします。 

 それと公民館の関係でございますが、公民館につきましては、旧東和町におきましては各自治

会、公民館関係で管理を行っていただいております。ただ、町有財産につきましては、町の方で

一部管理しております。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  今答弁がありましたように、予算執行上どこに入るんかが非常

にわかりにくいところであります。今の公民館の中に入っちょるんか、どこに入っちょるんか。 

 言いますのが、御承知のように東和町は各小さな集落ごとに公民館があって、そこがいろんな

コミュニティーの場ということになっており、例えば春には税務審査とかそういうのがやられよ

ります。 

 とりわけ今回、合併後すぐ苦情が届いたのが、旧町では少なくとも公民館経費に対する部分と

して、言うなれば使用料、いわゆる使用料としてそれぞれ小さな公民館に払われておったと。こ

れが合併後、１０月１日から今度は中本町長になった途端に、その使用料が払われんようになっ

たという通知が来たということで、その地域の皆さん方は泣いておられます。一体どうなっちょ

るんかなということで、電話がかかってきております。やっぱり旧町どおりそれぞれいろんな出

し方されております、確かに。例えば、こういう出し方、借りるときに単額で出すとか言うよう
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な格好で出しておられるところもありますし、旧橘町のように例えば老人憩いの家で土地料まで

出しちょるというところもあると思います。これは公民館じゃないですが、性質的にはえっと違

わんのんですよ。 

 そういう格好で、やっぱり旧町のような格好で一定程度の維持管理については、見ていかんに

ゃいけんのじゃないかなというふうに考えております。ぜひ、予算的にはどこに入っておるかわ

かりませんが、旧町の踏襲をできるだけ予算があるわけですから、きちっとしちょかんにゃいけ

んのじゃないかなという定義だけはしておきます。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  予算審議でございますので、答弁はよろしいでしょうか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 次に移ります。１０款災害復旧費について質疑はありませんか。武政議員。 

○議員（１１番 武政 輝夫君）  １１番、武政。 

 災害復旧でございますが、特に港湾、漁港を絞ってお尋ねをさせていただきます。恐れ入りま

すが、場所と金額を御指示いただきたい。お願いをいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  お答えいたします。 

 今回、漁港関係になりますが、台風１８号で漁港が１４件、海岸が１５件の被災を受けており

ます。台風２３号では漁港が３件、海岸が６件、計３８件のこれはもくろみ額でございますが、

１７億円の被災を受けております。 

 今回の予算には、まだ査定が半分の２０件受けたばかりでございまして、来年の１月末に残り

の１８件の査定が予定されておりますので、まだ実施の予算計上はされておりません。場所につ

きましては、数が多くございますので位置図をつくっております、作成しておりますので、後ほ

ど提示させていただきます。 

○議長（新山 玄雄君）  武政議員。 

○議員（１１番 武政 輝夫君）  大変、我たに水を引くような質問で恐縮をいたしますが、港湾

あるいは漁港で橘庁舎裏の中部病院の防波堤及び安下庄港湾の一文字等々が、今回のこの予算に

上がっておるかどうか、ちょっとお聞かせを願いたい。 

○議長（新山 玄雄君）  松井建設課長。 

○建設課長（松井 秀文君）  安下庄港湾、久賀港も含めてなんですが、港湾の管理の災害査定に

ついては、県の方が受けました。査定も終わりました。発注については、やはり大島土木事務所
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の方で発注の予定の運びとなりますけど、聞いておるのは２月には発注できるということを聞い

ております。 

 港湾関係の施設ですが、沖浦西港、戸田なんですが、突堤１４メーター、家房の沖浦港、離岸

堤２０メーター、家房防波堤、沖浦港ですが、１０メーター、秋沖浦港離岸堤１０メーター、そ

れと安下庄港排水溝１００メーター、三ツ松防波堤、安下庄港ですが４５メーター、三ツ松の護

岸、安下庄港ですが３０メーター、それと安下庄港、先ほど中部病院の沖と言われた公有地の護

岸、これが２４５メーター、安下庄港です。それと古城の沖防波堤、これ４５メーター、それと

１８号で被災を受けた久賀港、土留堤２０メーター、それと久賀港防波堤６７メーター、護岸

３０メーター、久賀港です。それと平井港、これも２３号台風で被災を受けました。離岸堤

２０メートル、それと突堤が２５メーター、防波堤が５０メーターというふうなことの台帳はあ

ります。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  一つは２８４ページ、災害復旧費、うち公立学校施設災害整備

復旧費ですが、これはそれぞれ沖中を中心に、かなりひどい被害を受けております。それぞれの

学校の状況、今回しようとする工事対象の学校、それぞれ方向を求めたいというふうに思います。 

 それとあわせて、社会教育の中に公民館が入っております。公民館以外にも当然、例えば社会

教育にかかわれば、本町で言えば歴史民族資料館の下側の商品、歴史的資料の置き場、これがぴ

ちっと入っちょるというふうに思いますが、あわせて社会教育施設災害復旧にあらわれてくる建

物名も、あわせて方向をお願いしたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  布村教育次長。 

○教育次長（布村 和男君）  お答えいたします。 

 まず、文教施設でございますが、台風１８号、またその後２３号が追い討ちをかけるように、

たくさんの被害が学校関係で出たわけですが、施設からいきますと２７施設の８０カ所。ですか

ら、ここで言いますと大変ですが、主に大きな災害を申し上げますと、補助災害ですが、久賀中

学校のバックネットと屋代小学校の管理棟、講堂、大島中学校の管理棟および沖浦中学校の校舎、

講堂等が大きな被害がありまして、１１月の３０日に国の方の査定がきまして、ほぼ私どもの要

求どおりの査定をしていただきました。 

 なお、沖浦中学校につきましては、校舎の屋根がかなり傷んで生徒たちの授業に支障を来たし

ますので、国の方に事前着工の届けを出しました。 

 ただいま、もう入札等も終わりましたので業者も決まりましたので、近いうちに工事に入ると

いう予定にしております。 
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 その他、小さい工事につきましても、約７０％はもう済んだということで、その後、きょうの

予算が通りましたら、早急に小さな工事も入りたいというふうに思っております。 

 社会教育関係ですが、これもたくさんあるわけですが、今お話がありました大島町の資料館、

ハワイ民族資料館、旧東和町の総合センター、体育館、服部屋敷等でたくさんの被害が遭ってお

ります。社会教育の復興の総額が１,３０７万９,０００円ということになっております。 

 申しおくれましたが、学校関係につきましては、単独災害及び補助災害合わせて約３,２００万

円の被害ということでございます。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（新山 玄雄君）  いいですか。ほかに質疑は。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  今回のこの予算が執行されますと、どの程度の災害復旧ができる

かどうか。災害があって、この予算で何％の復旧ができるかどうか。できれば項目別にお願いし

ます。 

 それと、今回この復旧費にグリンステイながうらの復旧費が入っているかどうか。その２点を

お伺いします。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  何％ぐらいの復旧率かという御質問だろうと思いますけれども、今

回、予算要求をいただいた各担当課から予算要求、災害復旧にかかる経費として予算要求いただ

いた分については、ほぼ満額の予算をつけております。これで現在、復旧の経費が判明しておる

部分については、ほぼこれで復旧は終わるということですが、今後まだ漁港の災害の査定等が終

わっておりませんので、そこらあたりはまた、補正予算を計上して対応していきたいということ

でございます。 

 それと、グリンステイながうらの復旧経費も予算計上されております。 

○議長（新山 玄雄君）  斎藤水産課長。 

○水産課長（斎藤 正明君）  お答えいたします。 

 漁港については、現在査定中でございます。何％と言うよりは、旧町のままでの単独災害とそ

れから委託料という形で計上させていただいておりますので、全く現在上がっておらないので

０％という考えをしていきたいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  お答えいたします。 

 ２８７ページの商工観光施設災害復旧事業の中に、グリンステイながうらの災害復旧事業とい

うのが、工事請負費２,３９１万７,０００円が上がって計上されておりますが、このうち

６６４万５,０００円が、ながうらの復旧費として含まれております。 
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○議長（新山 玄雄君）  浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  そうですか。僕はあそこが全部が、ながうら費かと思いよったん

で安心しとったんですが、６００万円ちょっとということは、あそこは屋内練習場とか、屋内練

習場とは言わないんですか、あれは。あると思うんですが、あそこのガラスが割れて、今あそこ

は使用禁止ということになってますが、グリンステイはあそこが使えないと、メイーンなんであ

そこは早急に復旧というか、してもらいたかったんで、今回できるんかなと思ったんですが、あ

そこの部分については今回入ってないんですか。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  大変御無礼いたしました。先ほどの６６４万５,０００円でご

ざいますが、これは台風１８号の被災でございます。その後に２３号で被災をしておりまして、

これに対する復旧経費が３７５万５,０００円、これに計上されております。計、約１,０４０万

円ぐらいが、ながうらの経費でございます。これに入っております。（「あっこは復旧できると

いうことですね。わかりました」と呼ぶ者あり） 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

 先ほど教育費のところで答弁漏れがございました。答弁求めます。鍵本社会教育課長。 

○社会教育課長（鍵本 一和君）  先ほどの広田議員さんの９款大島図書館の備品の関係でござい

ます。今回は備品としてプリンターは組んでおりませんので、よろしくお願いします。 

○議長（新山 玄雄君）  それでは進みます。 

 第１１款公債費、質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  公債費については、今回これが何％、まず今回、予算額が専決

分と合わせて１８億３,６００万円、元金返しということなんですが、旧町の責任で行ってきた

財政計画等を見てみれば、普通会計という出し方ですから、非常に一般会計と普通会計と同額ち

ゅうことにはならんと思うんですが、基本的には１年間でお宅の資料を見れば、大体３０億円償

還していくんじゃという説明資料になっております。１年間で大体公債費を、お宅は３０億円返

していくという資料になっております。 

 そして、今回１８億円余り、これも中を見てみりゃ１億４,９００万円の過疎の借りかえが入

っちょるんかなというふうに見ちょるんですが、それでもやっぱり１８億円と。 

 大体一般会計で今年度、旧大島町分と、失礼、旧４町分と大体今回執行するであろう、１０月

から３月までの合わせた額は、基本的には公債費的なものはつかんでおりますか。一般会計にお

ける公債費的なものは。 

 つかんでなかったら、旧町ですから、旧４町ですからわからんかもわかりませんが、大体推定

として１年間でどのぐらい償還していくのかというのは、大体１年間で償還額は、この３０億円
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よりちょっと下がるぐらいの状況を償還指定いくというふうに見ちょるのかどうなのか。わかる

範囲でいいですから、この項で質問しちょきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  公債費の関係でございますけれども、今回につきましては、今、議

員さんおっしゃってましたように、借りかえ債がございますので、そこらあたりが約３億円近い

金が入っております。ですから、そういったことでトータルで１８億円ばかりの予算、半年で

１８億円ばかりの予算計上になっておりますけれども、今後の起債のどの程度起こしていくかと、

いろんな財政運営上のこともありますけれども、基本的には周防大島町として公債費に充てる金

とすれば、大体３０億円というふうに見込んでおります。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 それでは１２款諸支出金、質疑はありませんか。いいですか。１３款に移ります。予備費につ

いて質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。ないようでありますので、質疑を終結します。岡

村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  先ほど私の方で、武政議員さんのお尋ねの中で、県の港湾災害

の方で私の方が勘違いいたしまして、漁港の災害の方の説明をさせていただきました。位置図を

配布させていただきますというふうに答弁したんですが、まだ査定がのこっておりまして、箇所

の数量等の変動がございます。御所望でないようですので、配布の方は取り下げさせていただき

たいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  以上で、一般会計の質疑を終結します。 

 これより討論、採決に入ります。 

 議案第１号、討論はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  今回の予算、一般会計について反対の立場から討論をいたしま

す。 

 私の方は、今回予算の組み方としては、当然事務方が言われるように、１６年度の残事業を中

心に、あとは災害と若干の補正というのが一般会計の性質ですよということを言われました。そ

れは当然、私自身わかっておる範囲です。 

 しかし、私がいつも言いよるのは、例えば、たとえ半年であろうとも、どれだけ住民の皆さん

方のお役に立つ予算をつくっていくかということが、予算の判断の基準になってきます。 
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 それで言うならば、今回２億円あまりの積み込みを財調にするということ。それは予算運営上

はあり得ることです。しかし、だからといって私はもっともっと住民の声、要求をもとに今回の

予算を組まれたかて言うたら、私は若干問題があるんじゃないかというふうに考えております。 

 と言いますのは、旧町それぞれ確かに途中で質疑に対する答弁があったように、廃止して待っ

ちょる町もあります、事業を廃止して待っちょる町もあります。また、大島町のように、できる

だけ廃止せんよう、町民の要望をこたえるいう格好で、それなりに予算を捻出してきた町もあり

ます。 

 私たちは、少なくとも例えば一つ一つのその要求時、予算を組み立てるときには、町民の皆さ

ん方の要求に根ざした予算化いうことをまとめてきました。 

 そういう意味では、私は今回の予算で初めて合併したわけです。合併して初めての予算です。

だったら、もっともっと町民の声にこたえて、私は予算の組み方はあったというふうに思います。 

 例えば、具体的に言えば福祉部門や暮らし部門で、もっと新町にふさわしい予算計上ができた

んじゃなかったかなという点で、私は不十分さがあったというふうに思っております。 

 ただし、合併後よくなった部分も当然あります。先ほど言いましたように、図書館に司書を配

置するとか、また予算上あらわれてきた、例えば消防関係では土地まで町が責任を持って買うと

か、それは合併後ようなったかもわかりません。 

 しかし、それはそれぞれの予算のときに、やっぱり本当に町民の声を聞いたり、本当に執行部

内部の声を聞いたりしてやった予算かと言えば、全体的に私はもっともっと知恵を出していける

予算ではなかったかなというふうに考えております。 

 その立場から、反対したいというふうに思います。以上であります。 

○議長（新山 玄雄君）  次に、賛成討論はありませんか。小田議員。 

○議員（２３番 小田 貞利君）  賛成の立場から討論させていただきます。 

 ９月の台風、１０月の合併、１１月選挙、１２月のこの議会という中で、１１０億円以上にも

わたる会計を大変コンパクトに、また災害復旧費も含めた予算の計上をされていること、大変よ

く頑張ったなと思っております。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  反対討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  賛成討論ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

- 124 - 



 日程第１、議案第１号平成１６年度周防大島町一般会計予算について、原案のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩いたします。１５分間休憩します。 

午後２時10分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時25分再開 

○議長（新山 玄雄君）  それでは再開いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第２号 

日程第３．議案第３号 

日程第４．議案第４号 

日程第５．議案第５号 

日程第６．議案第６号 

日程第７．議案第７号 

日程第８．議案第８号 

日程第９．議案第９号 

日程第１０．議案第１０号 

日程第１１．議案第１１号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第２、議案第２号平成１６年度周防大島町国民健康保険事業特別会

計予算から、日程第１１、議案第１１号平成１６年度周防大島町交通災害共済事業特別会計予算

までの１０議案と一括し、これを議題とします。 

 補足説明は、１２月１５日の本会議で終了しておりますので、これより質疑に入ります。 

 議案第２号、質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  今回、合併後、来年３月まで予算ではありますが、それぞれ国

民健康保険税収入の状況について、それぞれ世帯数、人数等、例えば所得割、資産割、均等割、

平等割からできておりますから、その人数、世帯数の報告をまずお願いしたいというふうに思い

ます。 

○議長（新山 玄雄君）  ちょっとお待ちください。──済いません、お待たせします。もう来ま

す。 

 暫時休憩します。 

- 125 - 



午後２時28分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時29分再開 

○議長（新山 玄雄君）  答弁を求めます。橋本税務課長。 

○税務課長（橋本 澄夫君）  国保税の世帯数と被保険者について、お答えをいたします。 

 全世帯数が７,９９５世帯でございます。被保険者数は１万３,７３５人となっております。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  実際的にそのように加入状況があったとしても、基本的には所

得割、資産割、均等割、平等割で実際的には今何ぼになったか、ちょっと覚えていませんが、そ

れぞれそれで出していったらいいのかどうか。所得割、資産割、均等割、平等割をそれぞれ人数

と世帯で当てはめていったら、この数字になるということなのか、それとも平均を出す場合には

それでできると思うんですが、実際的には所得割、資産割の関係は、均等割、平等割は大体わか

りますね。じゃ、所得割等もその人数でいいのかどうなのか。 

○議長（新山 玄雄君）  橋本税務課長。 

○税務課長（橋本 澄夫君）  国保税等につきましては、１６年度の課税でございます。新町の予

算に立てております調定額につきましては、収納分を差し引いた未収プラスの納期未到来のもの

が計上されております。それに若干の今までの徴収の実績で加減をいたしております。 

 それで、今の所得割、平等割、均等割等につきましては、当初の課税の課税標準の割り振りで

按分をいたしておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  もう一点は、東部税整理組合に委託する件について質問します。 

 これは委託分は東部税整理組合に委託する関係は、１５年度分という感覚でよろしいのかどう

なのか。１５年度分。いわゆる新町になったわけですが、実際的にここの数字にあらわれてくる

東部税整理組合に支払う金額については、１５年度分以前という格好でいいのかどうなのか。そ

れと、実際的に滞納分の１５年度以前の分がわかれば、件数等がわかれば聞いておきたいという

ふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  橋本税務課長。 

○税務課長（橋本 澄夫君）  東部税整理組合の委託金については、現在、予算計上しております

のは１２年から１５年につきましての委託の手数料で１８％分ということでございます。徴収額

の１８％ということでございます。 
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 １６年度のものにつきましては、来年度、税務課の方で徴収をいたしまして、ある程度の徴収

をかけまして、９月段階ぐらいで徴収に至らないものを委託するという考え方でございます。 

 それともう一つ、国保税の１２年から１５年のものでございますが、現在５,４６３件の

７,４９０万６,０１５円の新町の滞納額となっております。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  各会計別に質問したんでよろしかったですか。（「国保だけ」と

呼ぶ者あり）はい、わかりました。これは歳入歳出一緒でよろしいですか。 

 では、ちょっと歳出の方でお聞きしますが、きのうの御説明では国保については、旧町より何

千万円、その何千万円というのを聞き逃したんですが、伸びがあったという御説明だったと思う

んですが、その数字とその伸びがあった原因といいますか、それを御答弁お願いします。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  保険給付費の関係で、旧町見込みより５,６００万円の増加と

なっております。この伸びにつきましては、これまでの医療費の状況、それとこれからまた、も

しインフルエンザとか発生しましたら医療費が伸びるということで、そういうことを勘案しまし

て、伸びを見込んでいるという状況でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  保健給付だけがそういうことですか。きのうの説明では、歳出に

おいて全般的に何千万円というように受け取ったもんで、保険給付のとこだけがそういうふうに

伸びたということなんですか。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  全体として保険給付費のみということです。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。ないようでありますので、質疑を終結します。 

 次に議案第３号、質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  これもきのうの説明では、旧町より多分きのうは２億８,０００万

円というようにおっしゃったんじゃないかと思うんですが、これも同じようにとらえてよろしい

ということですか。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  旧町と比べまして２億８,３００万円の伸び、これは医療費の

みであります。 
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○議長（新山 玄雄君）  質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 次に移ります。議案第４号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 次に移ります。議案第５号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第６号、質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  議案６号、簡易水道事業特別会計について質疑を行います。 

 まず第１点は、起債について質問します。この件では、大体５０億５,０００万円余り起債残

があります。実際的には、これは大島、東和、橘がそれぞれかなりを占めると。逆に久賀は、実

際的には少ないという部分に入ろうというふうに思いますが、それぞれ旧町ごとの起債残高、こ

れについてまず報告を求めたいというふうに思います。 

 また、加入実態、旧町ごとに簡易水道に加入している世帯数についても報告を求めたいという

ふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  簡易水道会計の起債残高でございますけれども、旧町単位でという

ことでございます。 

 まず、旧久賀町ですけれども４億６,７８１万９,０００円、旧大島町２２億１,２９１万

８,０００円、旧東和町１３億９,２９２万９,０００円、旧橘町１０億８,３４０万３,０００円、

以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  実際的に、もう一回先に答弁。 

○議長（新山 玄雄君）  上元水道課長。 

○水道課長（上元 勝見君）  広田議員さんの御質問では戸数ということでありましたが、今現在

給水人口の方しか調べておりません。給水人口の方でよろしいでしょうか。給水人口が、今１万

９,４９６名、これは１６年の３月３１日現在であります。それで、水道の普及率が約９０％と

いうことであります。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 
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○議員（１６番 広田 清晴君）  この件では、御承知のように、かなり水道料金についても調整

事項に入った内容がかなりありますが、実態的にはかなり今後とも基本的にはかなりの負担が出

てくるというふうに思います。 

 それは基本的には、柳井広域からの給水人口等の関係があるというふうに思いますが、その見

直し等はテーブルに上がっているのかどうなのか、ちょっと聞いておきたいというふうに思いま

す。 

○議長（新山 玄雄君）  上元水道課長。 

○水道課長（上元 勝見君）  今御質問の柳井広域関係の水の問題ですが、これは今そういった話

題は、現時点では上がっておりません。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  歳入についてお伺いしますが、新町になってメーターをとめて、

これから先水道をとめるというふうになった場合に、手数料というか、それからの管理費を負担

をしていただくというふうになったようにお聞きしておりますが、それはこの歳入の部分でどの

部分になるのかということと、そのようになった経緯といいますか、管理費というか、それを負

担するようになった経緯を、その理由を二つ教えていただきたいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  上元水道課長。 

○水道課長（上元 勝見君）  まず、予算書歳入の３ページでございますが、款の２使用料及び手

数料、ここに給水使用料というのがございます。この中に今御質問の休栓料も入っております。 

 それと給水をした場合の休栓料についての御質問でございますが、まず水道を引くとこからち

ょっと御説明をさせていただきますが、個人が新たに水道を引く場合は、町が布設をしておりま

す配水管等から自己の敷地まで、申請者において布設工事を行います。給水を休止するというこ

とは、敷地内に設置しておりますメーター器を取り外すということですが、メーターを取り外し、

なおかつ配水管までの区間のパイプを撤去または配水管に最も近いところで管を切れば、これ配

線という扱いになりますので、そういった休栓料の対象とはなりません。 

 しかしながら、配水管から自己の敷地までのパイプについて撤去しない場合とか、最も近い位

置で管を切らない場合は、いつも水道を使用することが可能でありますとともに、その敷地から

配水管までの管の管理といいますか、そういうものを今度は町がするようになります。その場合、

管理料といいますか、そういったものでこの休栓料というのを上げております。 

 これは、旧久賀においてはこれは今までございませんでしたが、他の３町については休栓料と

いう名前ではないとこもありますが、他の３町については今までこういう形で、今言います休栓

料を取っていたということで、合併後、それを統一して休栓料という形で計上しております。 

 以上です。 
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○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 それでは議案第７号、質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  これも同じように、起債残高が１８億８,１００万円というこ

とで残高があります。これは基本的には、旧東和、旧橘部分というふうに思っております。その

点で、それぞれの旧町ごとのそれぞれの起債残高の報告を求めたいというふうに思います。 

 また、今回当該年度中の起債見込み額と償還額を見てみますと、５,１００万円余りというこ

とで、今後どういうふうな償還ペースになるのか、つかんでおれば聞いておきたい。償還、１年

間にどのぐらい償還していくという償還額がわかっておれば、あわせて聞いておきたいというふ

うに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  まず、起債の残高でございますけれども、旧東和町分が７億

２,４３４万１,０００円、旧橘町分が１０億７,２１９万５,０００円でございます。 

 今後の償還見込みでございますけれども、今後大きく元金等が膨らんでくるというふうに見込

んでおります。したがいまして、今後この元金は増嵩していくというふうには見ております。 

 ただ、幾らというのは今ちょっと私手持ち資料がございませんけれども、若干伸びていく傾向

にあるというふうには考えております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  それでは移ります。議案第８号、質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  この点では、今年度の事業概要と工事費で出てますね。工事分

の箇所と工事概要、あわせてそれぞれ下水道事業債と過疎対策事業債を使って事業をやるわけな

んですが、起債残高もそれぞれ膨らんでくるというふうには見ておりますが、現行１６億

５,０００万円の起債残という状況であります。それもあわせて、これは旧大島と旧橘がここへ

入ってくるんじゃないかというふうに思いますが、あわせて起債の方は旧大島、旧橘が主じゃな

いか思いますが、工事部分については、今年度部分、旧大島町分とその他の部分ということで報

告を求めたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  嶋元下水道課長。 

○下水道課長（嶋元 則昭君）  それでは、今年度の事業について御説明いたします。 

 工事請負費につきましては、沖浦西地区の工事が２億３,６２０万９,０００円です。沖浦東地

区が１億１,７８２万８,０００円、日良居地区が１,９１５万２,０００円です。そして和田地区
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が２億３,３４３万円、以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  農業集落排水会計の起債残高でございますけれども、旧大島町分が

３億７,９０２万１,０００円、それから旧東和町分２億８,７９７万３,０００円、旧橘町分５億

３,６８０万７,０００円でございます。 

農業集落排水会計で償還の見込みですけれども、今後今の起債だけでいきますと、ピークが平成

２０年ごろがピークになろうかと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  先ほど答弁されました嶋元課長の方に再質問しちょきますが、

工事概要について、例えば東、西、和田とそれぞれ着手の時期が違いますからそれぞれ違うと思

います。今年度、この支出状況の中で実際的に工事にかかわる部分で、本管部分から支線に入る

部分もありますし、どういう状況なのか。私も和田地区の部分については全然わかりませんので、

あわせて報告をお願いしたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  嶋元下水道課長。 

○下水道課長（嶋元 則昭君）  それでは、沖浦東地区から御説明をいたします。平成１６年度沖

浦東地区の管路布設第１工区というのが出井地区であります。契約金額が４,６５１万５,０００円

です。延長が１,１２５メーターになります。 

 続きまして、平成１６年度沖浦東地区管路布設非補助工事第１工区、出井地区です。延長が

２６９メーターで契約金額が１,０８８万４,３００円です。 

 続きまして、平成１６年度沖浦東地区管路布設工事２工区、家房地区でございます。延長が

２,４５９メーターで、契約額が７,７１７万５,０００円です。 

 続きまして、平成１６年度沖浦東地区管路布設の非補助工事第２工区、家房地区です。延長が

２４６メーターで契約金額が６９９万７,２００円でございます。 

 続きまして、和田地区の方を御説明いたします。和田地区につきましては、処理施設機械電気

設備工事というのが内入にございます。契約金額が７,０８７万５,０００円でございます。 

 続きまして、平成１６年度の処理施設の土木工事、これも内入でございます。放流及び流入工

事でございます。金額が２,４８６万４,０００円でございます。 

 続きまして、平成１６年度の管路施設工事の第１工区、内入でございます。延長が４９７.５メー

ターでございます。契約額が２,４１９万２,０００円となっております。 

 続きまして、平成１６年度の管路施設工事第２工区、小泊地区でございます。延長が

９０５.１メーターで３,６３９万３,０００円でございます。 

 続きまして、平成１６年度の管路施設工事第３工区、和田地区でございます。延長が
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１,１７９.５メーターで、請負金額４,３３４万４,０００円となっております。 

 続きまして、平成１６年度管路施設工事第４工区、和佐地区でございます。延長が１,２２９.３メー

ターで４,２４６万２,０００円の請負契約となっております。 

 続きまして、平成１６年度の中継ポンプの建築工事、地区が神浦、和佐、小泊、内入で、工事

概要が発電機室および電気設備の５カ所でございます。金額が２,０１６万円となっております。 

 続きまして、平成１６年度のマンホールポンプの施設工事、神浦、内入でございます。これ

２系統でありまして、契約額が４,０８４万５,０００円となっております。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 次に移ります。議案第９号、質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  これも私は他町のことでちょっとようわかんのですが、場所的

には漁村集落排水事業でやったのは浮島ですか。その場所の確定と、実際的にこれはもうそこ

１カ所ならば橘町ということになりますが、ちょっと確認だけしちょきたいというふうに思いま

す。 

○議長（新山 玄雄君）  嶋元下水道課長。 

○下水道課長（嶋元 則昭君）  浮島地区で旧橘町です。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第１０号、質疑はありませんか。平川議員。 

○議員（２１番 平川 敏郎君）  ２１番、平川です。ページ６ページの１３委託料、前島航路の

運行経費の１３委託料ですが、浮島航路においては、浮島には待合所が２カ所、情島航路には情

島に待合所が１カ所あるとお聞きしております。前島航路のみ待合所管理が１３万２,０００円

計上されていますが、どうして前島航路のみ委託料が出せるのか、お聞きいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  中野企画課長。 

○企画課長（中野 守雄君）  お答えいたします。 

 前島航路につきましては、前島に待合所がございます。これは自治会の方に委託しております。

ここに待合所管理１３万２,０００円というふうにございますが、実質、これは切符販売と待合

所の管理委託でございまして、実際に自治会に待合所の管理として６万円ほど委託しております。 

 以上でございます。 
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○議長（新山 玄雄君）  平川議員。 

○議員（２１番 平川 敏郎君）  ほいじゃあれですか、浮島航路も情島航路にも切符の販売てい

うのが、これは乗船している職員でやられとるわけですか。 

○議長（新山 玄雄君）  中野企画課長。 

○企画課長（中野 守雄君）  お答えいたします。 

 情島航路につきましては、これは船長の方で取り扱っております。浮島航路の方につきまして

は、島民が二百四、五十名ということで、浮島に委託しているお店が２カ所、土居側に１カ所と

いうことで、切符あるいは手荷物等の委託をいたしております。なおかつ船長も取り扱っており

ますが、浮島の場合は大変人口も多いところでございますので、そういう３件ほど委託しており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。平川議員。 

○議員（２１番 平川 敏郎君）  最後になるんであれですが、待合所の掃除とかいう管理が前島

のみ結局上がっとるわけでしょう。その管理も乗船員に待ち時間に掃除したりという管理はでき

ないもんですか。必要ないんじゃないですか。最後ですんでお願いします。 

○議長（新山 玄雄君）  中野企画課長。 

○企画課長（中野 守雄君）  お答えいたします。 

 前島航路につきましては、先ほど申しましたように、前島の自治会にこの待合所の管理委託を

してるということでございます。通常の掃除等もありますが、今、船長さんがこれをできないか

ということでございますが、また詳細にわたって調べてみたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑は。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  私、まだ現地調査ができないんでわからないんですが、実際的

に前島、情そして浮島という三つの町営渡船の運行をされております。その中で、大体１日当た

りの乗降状況はどういうふうにつかんでおるのか、聞いておきたいというふうに思います。これ

は基本的には運賃収入の中に入ってきますが、乗降状況についてはどういう状況で運賃収入を上

げちょるのか、聞いちょきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  中野企画課長。 

○企画課長（中野 守雄君）  お答えいたします。 

 何人かということでございますが、運行１回当たりの収入でかえさえていただきます。運行

１回当たり、情島町営渡船が３,２１４円で、町営浮島渡船、樽見土居ですが８,５９７円、前島

航路１,１５２円が、運行１回当たりの収入でございます。これはあくまでも平成１５年度の実
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績でございます。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  私自身が非常にわかりにくい町営渡船の内容なんで、聞く方が

非常に難しいという内容になります。と言いますのが、実際的に町営渡船で運行されて、今言わ

れた運賃形態としてはそれぞれ報告がありましたが、それぞれやっぱり需要実態も、やっぱり私

の方としては、この間、予算支出をするわけです。ですから、あわせて利用実態もできれば、こ

の半年間をどのように見ていると、利用実態をどのように見ているというあれはできないですか。

大体こういうふうに、この期間はこういうふうに見ちょるとかいうような報告はできないですか。 

 １日当たり何便動いて、大体１回当たりこういうふうに見て予算を計上しとるという格好では

難しいですか。 

○議長（新山 玄雄君）  中野企画課長。 

○企画課長（中野 守雄君）  お答えいたします。 

 １日の便数というものは、もう時刻表で決められておりまして、前島につきましては３便、こ

れは水曜日は４便ございます。済いません。笠佐でございます。これは離島航路じゃございませ

んので、前島につきましては３便、浮島航路につきましては４便、情路線については５便という

ことになっております。 

 先ほど言いました１回当たりの運行経費というものは、そういうものでございますので、その

実態に応じてこれからも続けていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 移ります。議案第１１号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより、討論、採決に入ります。議案第２号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。日程第２、議案第２号平成１６年度周

防大島町国民健康保険事業特別会計予算について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立

を求めます。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第３号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。日程第３、議案第３号平成１６年度周

防大島町老人保健事業特別会計予算について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求

めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第４号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。日程第４、議案第４号平成１６年度周

防大島町介護保険事業特別会計予算について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求

めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第５号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。日程第５、議案第５号平成１６年度周

防大島町訪問看護事業特別会計予算について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求

めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第６号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。日程第６、議案第６号平成１６年度周

防大島町簡易水道事業特別会計予算について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求

めます。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第７号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。日程第７、議案第７号平成１６年度周

防大島町下水道事業特別会計予算について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求め

ます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第８号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。日程第８、議案第８号平成１６年度周

防大島町農業集落排水事業特別会計予算について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立

を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第９号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。日程第９、議案第９号平成１６年度周

防大島町漁業集落排水事業特別会計予算について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立

を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１０号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。日程第１０、議案第１０号平成１６年

度周防大島町渡船事業特別会計予算について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求

めます。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１１号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。日程第１１、議案第１１号平成１６年

度周防大島町交通災害共済事業特別会計予算について、原案のとおり決することに賛成の議員の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．議案第１２号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第１２、議案第１２号平成１６年度周防大島町公営企業局企業会計

予算を議題とします。 

 補足説明は、１２月１５日の本会議で終了しておりますので、これより質疑に入ります。議案

第１２号、質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  まず１点は、今回初めて一部事務組合から実際的な運営、さき

の実際的な専決を除けば、本格的な予算ということになっております。 

 そこでお聞きしますが、一つは今日まで債務負担行為で行ってきた内容が、実際的にはどうい

う繰り出し状況になっているのかというところで、今まで、例えばいろんな状況の中で債務負担

を行ってきましたが、今度は特別会計になりますから、実際的には、債務負担分は基本的には一

般会計で見る格好になるんじゃないかというふうに思いますが、その辺のところの運用上のこと

は一体どうなっとるのか、まず聞いておきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  横山企業局総務部長。 

○公営企業局総務部長（横山 充生君）  広田議員さんの御質問にお答えいたします。 

 債務負担行為でございますけど、これまでは一部事務組合でありましたんで、各旧４町で一応

規約で定められた負担債務が行われていました。 

 その状況につきましては、一応、収益的収入につきましては、交付税を一応繰り出してもらっ

ております。それと、建設関係につきましては、償還元金の３分の２ですか、を繰り出していた

だいております。 

 交付税算定につきましては、一応国から流れる官報に普通交付税と特別交付税が告示されます

ので、それに基づいて繰り出しをいただいております。 
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 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  実は、今回一般会計の繰り出し金が実際的にありますが、今ま

ででしたら例えば、私もちょっと離れちょるんでよくわからないんですが、一般会計からの繰り

出し分が、基本的には先ほど言われた交付税分いう格好で支出されています。それが一つです。 

 それともう一つは、今までは任意分といいますか、建設をしてもともと例えば各旧町ごとに実

際的には負担しよった分が、これが任意分として今後とも払っていくのか払っていかないのか。 

 それともう一つは出資金の取り扱い。言いますのが、それぞれの町にできた出資金でしたから、

僕はもう反対しちょったんですが、出資金という格好でいつまでも払うのがいいのかどうなのか、

いう格好で議論をしたことがあります。そういう取り扱いは、実際的には今回の予算上はどうい

う状況なのか、ちょっと聞いちょきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  旧町における債務負担行為と今回、合併後の新町での企業会計の繰

り出しの関係ですけれども、まず旧町におきましては、当然今議員さんがおっしゃったように交

付税分、それと診療施設組合に旧の診療組合における負担金条例等に基づいた建設等に係る経費

を負担金として出しておりました。 

 合併して一つの町になったわけですから、今後は一般会計の予算の方といたしましては、繰り

出し金という格好で企業局の企業会計の方に繰り出す、という予算措置を行っております。 

 １６年度におきましては、旧の各町で負担すべき額を一応予算計上しております。というのは、

予算を継承するという考え方からですが、１７年度以降につきましては、その企業会計のいろん

な繰り出し基準等々がございますので、そこらあたりの調整は今後やっていく必要があるという

ふうに考えております。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  一応、今回の補正分というたらいけんませんが、今回のいわゆ

る繰り出し分については、言うなれば東部病院については東和町経由で予算計上しちょった残り

を出す。中部病院については橘町で組んじょった分、大島病院では一応１６年度の負担分を大島

病院に繰り出したという会計上の流れということで、すべて１年分払ったと、１年分といいます

か当初予算分の残を今回払ったということでとらえちょってよろしいですか。 

 それともう一つは、身分にかかわって聞いちょきたいんですが、基本的には公営企業体と言え

ども、基本的には町の職員さんという立場でとらえちょってよろしいかという点だけ確認しちょ

きたいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  横山企業局総務部長。 
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○公営企業局総務部長（横山 充生君）  身分については、おっしゃられるとおりでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  繰り出し金につきましては、旧町でそれぞれ負担すべき額を今年度

は計上しておるということです。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。田中議員。 

○議員（２２番 田中隆太郎君）  ２２番、田中。その他の医業外収入が３億３,０００万円ほど

計上されておりますが、初めてなので内容をお知らせ願いたいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  ちょっとページを言ってください。 

○議員（２２番 田中隆太郎君）  ２ページから３ページ。 

○議長（新山 玄雄君）  ２ページから３ページ。村岡公営企業財政課長。 

○公営企業局財政課長（村岡 宏章君）  お答えいたします。 

 その他医業収益なんですが、前年実績をもとにインフルエンザ、１６年度のインフルエンザ接

種分、老人の方のインフルエンザ分を加えて計上さして４,１９４万４,０００円程度入れており

ます。どのようなものがあるかと言いますと──その他、医業外収益。──申しわけございませ

ん。その他、医業外収益につきましては、各病院ともございます。大島東部病院、大島中部病院、

大島病院、今は東和病院、橘病院、大島病院、介護老人保健施設やすらぎ苑、さざなみ苑がござ

いまして、区分的に言いますと、まず大島東和病院に関しましては、住宅使用料がございます。

その他、これは大島国保振興会というものがございまして、これは合併に伴いましてこの９月で

解散しております。その振興会の方に資金がございました。これを寄附行為というものが財団法

人にはございまして、これによりましてすべて解散のときには診療施設組合に寄附するという決

まりがございました。これで県知事の許可を得て解散に至ったわけですが、そのとき持っておっ

たお金を診療施設組合へ寄附するに当たりまして、もとの助役会等の話し合いによりまして、そ

のお金を本来、町から診療施設組合へ、先ほど話しが出ました医療外の方で交付税等を措置すべ

きものを、入ったものとして診療施設組合の方へは、この振興会の預金をもって充ててください

という取り決めができまして、その部分がございますので、東和病院に関しましては約２億円、

橘病院に関しましては５,７００万円、大島病院に関しましては１億５,０００万円、やすらぎ苑

に関して、以上のものに関しまして寄附をされております。これが主なものでございます。 

 これは、もう振興会が解散してありませんので、今後発生することはございません。 

 あとそのほか、これはあとは小さいものになるんですが、老健施設、二つの老健につきまして

は、患者さんの理髪料等、あと電気使用料等が入ってございます。 

 特に大きなものにつきましては、先ほどいいました大島国保振興会解散に伴います診療施設組

合への寄附分を、町から本来入るべきものを差し引いた金額が、こちらに計上されております。 
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 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  田中議員。 

○議員（２２番 田中隆太郎君）  初めてじゃけもう一点。９０何億円ですか、債権運用をされて

おりますが、これは国債と考えていいんですか。 

○議長（新山 玄雄君）  横山企業局総務部長。 

○公営企業局総務部長（横山 充生君）  お手元の予算書の４０ページでございますけど、取得す

る資産に計上しております周防大島町立東和病院の投資欄に上がってる国債でございます。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論、採決に入ります。議案第１２号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。日程第１２、議案第１２号平成１６年

度周防大島町公営企業局企業会計予算について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を

求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩します。 

午後３時20分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時35分再開 

○議長（新山 玄雄君）  お揃いでしょうか。それでは再開いたします。 

 最初に、先ほどの答弁で数字の間違いがあったようでございます。訂正を村岡企業局財政課長。 

○公営企業局財政課長（村岡 宏章君）  失礼いたします。先ほどの答弁の中で数字の訂正をさせ

ていただきたいと思います。大島東和病院に関しまして１億６,１４６万２,０００円のうち、正

しくは振興会からの寄附部分につきまして、周防大島町よりの減額分として上がっておりますも

のが１億５,５０３万４,０００円でございます。橘病院に関しましては、４,６２４万８,０００円

のうち４,２６０万４,０００円が正しい数字です。大島病院に関しましては１億２,０１０万

８,０００円のうち１億１,７１６万２,０００円が振興会分の減額部分の相当するものでござい

ます。 
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 どうも失礼いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．諮問第１号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第１３、諮問第１号人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求め

ることについてを上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。中本町長。 

○町長（中本 冨夫君）  それでは補足説明を、諮問第１号人権擁護委員の候補者の推薦につきま

して、補足説明を申し上げます。 

 来る平成１７年２月２８日で任期満了となります、現委員であります沖村昤峰氏は、人格識見

ともにすぐれ、地域社会の実情に精通し、人権擁護についての御認識も深く、同氏を引き続き人

権擁護委員に推薦いたしたく、議会の御意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願いをいた

します。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりました。 

 お諮りいたします。諮問第１号人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて

は、沖村昤峰さんを適任とすることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  異議なしと認めます。よって、諮問第１号人権擁護委員の推薦は、沖村

昤峰さんを適任とすることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．同意第１号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第１４、同意第１号周防大島町監査委員（識見を有する者）の選任

につき同意を求めることについてを上程し、これを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。中本町長。 

○町長（中本 冨夫君）  同意第１号周防大島町監査委員（識見を有する者）の選任につきまして、

補足説明を申し上げます。 

 厳しい財政状況の中、より効率的で効果的な行財政運営を進めるため、地方公共団体の財務管

理並びに経営管理に関する豊富な専門知識や経験を有しておられる末満良勇氏を周防大島町監査

委員として選任をいたしたく、議会の御同意をお願いするものでございます。 

 末満氏は、旧久賀町で２年間監査委員を歴任をされ、人格は高潔ですぐれた識見を有し、周防

大島町監査委員として最適任であると考えております。よって、地方自治法第１９６条第１項の

規定に基づき、議会の御同意をお願いするものであります。任期につきましては、選任後４年間

であります。末満氏の経歴につきましては、参考資料として添付をしておりますので、御参考の
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上、御同意を賜りますよう、よろしくお願いをいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりました。 

 お諮りします。本件は人事案件でありますので、質疑、討論は省略したいと思いますが、御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  異議なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。日程第１４、同意第１号周防大島町監

査委員（識見を有する者）の選任につき同意を求めることについて、これに同意することに賛成

の議員は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり同意することに決定

しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．同意第２号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第１５、同意第２号周防大島町監査委員（議会選出）の選任につき

同意を求めることについてを上程し、これを議題とします。 

 本件は、地方自治法第１１７条の規定により、除斥に該当すると認められますので松井岑雄議

員の退場を求めます。 

〔松井 岑雄君 退場〕 

○議長（新山 玄雄君）  提出者の説明を求めます。中本町長。 

○町長（中本 冨夫君）  同意第２号周防大島町監査委員の選任につきまして、補足説明を申し上

げます。 

 議員のうちから選任する監査委員に松井岑雄氏を選任したいのであります。松井氏は、旧大島

町で議会選出の監査委員を４年７カ月歴任をされており、地方公共団体の財務管理並びに経営管

理に関する豊富な専門知識や経験を有しておられます。人格は高潔、公正で、周防大島町監査委

員としての最適人であると考えております。任期につきましては、選任後４年間であります。よ

って、地方自治法第１９６条第１項の規定に基づきまして、議会の御同意をお願いするものでご

ざいます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりました。 

 お諮りします。本件は人事案件でありますので、質疑、討論は省略したいと思いますが、御異

議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  異議なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。日程第１５、同意第２号周防大島町監

査委員（議会選出）の選任につき同意を求めることについて、これに同意することに賛成の議員

は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり同意することに決定

しました。 

 松井議員の入場を許します。 

〔松井 岑雄君 入場〕 

○議長（新山 玄雄君）  ただいま同意されました松井議員より、あいさつをこちらでお願いいた

します。 

○議員（１４番 松井 岑雄君）  松井岑雄でございます。皆さんの御審議をいただいて、このた

び監査委員をお引き受けさせていただくことになりました。ありがとうございます。 

 つきましては、５年間監査委員として旧大島町で頑張ってまいりまして、さらにまた４年間と、

一生懸命、新町になりましたけれども、私もそれなりに誤謬等についてもしっかりとした監査を

行い、また監査に当たりましては、正確にスピーディーに、しかもシビアな監査をこれからも財

政あるいはまた行政監査を執行していく覚悟でございます。 

 どうぞ議員各位の皆様も御協力賜りますようにお願いを申し上げまして、簡単でございますが、

あいさつとさせていただきます。ありがとうございました。（拍手） 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．同意第３号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第１６、同意第３号周防大島町固定資産評価審査委員会委員の選任

につき同意を求めることについてを上程し、これを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。中本町長。 

○町長（中本 冨夫君）  同意第３号周防大島町固定資産評価審査委員会委員の選任につきまして、

補足説明を申し上げます。 

 周防大島町固定資産評価審査委員会委員に竹本厚三氏、田中忠治氏、松井安雄氏、山﨑正實氏

を選任したいのであります。４氏とも旧久賀町、大島町、東和町、橘町でそれぞれ固定資産評価

審査委員会委員としてお務めいただき、豊富な経験とすぐれた識見をお持ちの方々であります。

よって、地方税法第４２３条第３項の規定に基づきまして、議会の御同意をお願いするものであ

ります。任期につきましては、選任後３年間であります。４氏の経歴につきましては、参考資料
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として添付をしておりますので、御参考の上、御同意を賜りますようよろしくお願いを申し上げ

ます。 

○議長（新山 玄雄君）  終わりました。 

 お諮りします。本件は人事案件でありますので、質疑、討論は省略したいと思いますが、御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  異議なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。日程第１６、同意第３号周防大島町固

定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて、これに同意することに賛成

の諸君は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり同意することに決定

しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．同意第４号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第１７、同意第４号周防大島町助役の選任につき同意を求めること

についてを上程し、これを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。中本町長。 

○町長（中本 冨夫君）  同意第４号周防大島町助役の選任につきましての提案理由を申し上げま

す。 

 御承知のとおり、助役の任務は地方自治法第１６７条に規定されており、町長を補佐し職員を

監督し町長に事故あるときはその職務を代理するという、重要な職務であります。 

 新生周防大島町の町政を担当いたします私といたしましては、公正かつ効率的な行政の運営に、

私が最も信頼し、かつ有能な人物であって町政の発展に尽くしてまいりたいと考えており、現総

務部長の椎木巧君を選任しようとするものであります。同君は、お手元の資料にありますように、

昭和４１年旧橘町に奉職をし、建設課長、総務課長を歴任をし、平成１５年からは大島郡合併協

議会事務局次長として、周防大島町誕生に尽力をし、本年１０月からは周防大島町総務部長とし

て地方行政に尽くし、その実績につきましては、既に皆様御承知のとおりであります。なお、任

期は選任後４年であります。人格、識見ともすぐれ、助役として最適任でありますので、議会の

御同意を賜りますよう、よろしくお願いをいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりました。 

 お諮りします。本件は人事案件でありますので、質疑、討論は省略したいと思いますが、御異
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議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  異議なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。日程第１７、同意第４号周防大島町助

役の選任につき同意を求めることについて、これに同意することに賛成の議員は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり同意することに決定

しました。 

〔椎木  巧君 入場〕 

○議長（新山 玄雄君）  ただいま同意されました椎木巧君より、どうぞ、ごあいさつをお願いい

たします。 

○総務部長（椎木  巧君）  一言お礼の言葉を申し述べさせていただきます。 

 このたびは、周防大島町助役への選任同意に御議決を賜りまして、まことにありがとうござい

ます。職務の重大さに身が引き締まる思いで、震えがとまらない状態でございます。 

 もとより学歴も学力も、またその能力もまことに平々凡々たるものでございますが、３８年間

に及ぶ地方行政に携わってまいりました経験を生かしながら、議会の皆様の御指導を賜り、中本

町長を補佐し、周防大島町の発展と町民の幸せのため、誠心誠意努力することをお誓い申し上げ

まして、お礼のごあいさつとさせていただきます。 

 このたびは、まことにありがとうございました。（拍手） 

────────────・────・──────────── 

日程第１８．同意第５号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第１８、同意第５号周防大島町収入役の選任につき同意を求めるこ

とについてを上程し、これを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。中本町長。 

○町長（中本 冨夫君）  同意第５号周防大島町収入役の選任の同意につきまして、提案理由を申

し上げます。 

 御承知のとおり、収入役の任務は地方自治法第１７０条に規定されております地方公共団体の

会計事務につかさどるという重要な職務であります。新生周防大島町の町政を担当いたします私

といたしましては、収入役として公正かつ正確に出納業務を扱う、現東和総合支所長の吉村正晴

君を選任しようとするものであります。同君は、お手元の資料にもありますように、昭和３８年

東和町に奉職をし、企画課長、経済観光課長、総務課長を歴任をし、本年１０月からは周防大島

町東和総合支所長として地方行政に尽くしてこられ、その実績につきましては、既に皆様御承知
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のとおりであります。なお、任期は選任後４年間であります。人格、識見ともすぐれ、収入役と

して最適人でありますので、議会の御同意をお願いするものでございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりました。 

 お諮りします。本件は人事案件でありますので、質疑、討論は省略したいと思いますが、御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  異議なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。日程第１８、同意第５号周防大島町収

入役の選任につき同意を求めることについて、これに同意することに賛成の議員は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり同意することに決定

しました。 

〔吉村 正晴君 入場〕 

○議長（新山 玄雄君）  ただいま同意されました吉村正晴君より、あいさつをお願いします。 

○東和総合支所長（吉村 正晴君）  このたび収入役に御選任いただきまして、まことにありがと

うございます。浅学非才な私でございますが、これまでの行政経験をもとに誠心誠意務めさせて

いただきますので、どうか御指導のほどをよろしくお願いいたします。 

 ありがとうございました。（拍手） 

────────────・────・──────────── 

日程第１９．周防大島町選挙管理委員及び補充員の選挙について 

○議長（新山 玄雄君）  日程第１９、周防大島町選挙管理委員及び補充員の選挙についてを上程

し、これを議題とします。 

 本選挙は、地方自治法第１８２号第１項の規定により、本日提案するものであります。御承知

のとおり、選挙管理委員は地方自治法第１８１条第２項及び１８３条第１項の規定により、４名

をもって組織され、任期は４年であります。なお、補充員についても地方自治法第１８２条第

２項の規定により、委員と同数の４名選挙することになっています。この補充員は、委員に欠損、

欠員が生じた場合、あらかじめ決められた順番により補充されることになっております。 

 これより、周防大島町選挙管理委員及び補充員の選挙を行います。 

 お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選

にしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（新山 玄雄君）  異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに

決定しました。 

 お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定しました。 

 事務局より、選挙管理委員及び補充員候補者の名簿を配布します。 

 指名いたします。周防大島町選挙管理委員会委員に山本衛さん、石田克夫さん、古本重人さん、

柳田治生さん、以上４名を指名いたします。 

 お諮りします。ただいま指名しました４名を地方自治法第１１８条第３項の規定により、周防

大島町選挙管理委員会委員の当選人と定めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  異議なしと認めます。よって、ただいま指名のとおり、周防大島町選挙

管理委員会委員に山本衛さん、石田克夫さん、古本重人さん、柳田治生さん、以上４名の方が当

選されました。 

 続きまして、周防大島町選挙管理委員会委員の補充員について、金本豊さん、樹元昭さん、ヤ

マモトヒロシさん、山﨑正實さん、（発言する者あり）ちょっと暫時休憩します。 

午後３時59分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後４時00分再開 

○議長（新山 玄雄君）  失礼いたしました。間違いました。続きましてからいきます。先ほどの

読み上げたヤマモトヒロシさんは、矢野正浩さんに訂正させていただきます。 

 続きまして、周防大島町選挙管理委員会委員の補充員について、金本豊さん、樹元昭さん、矢

野正浩さん、山﨑正實さん、以上４名を指名いたします。 

 お諮りします。ただいま指名しました４名を地方自治法第１１８条第３項の規定により、周防

大島町選挙管理委員会委員補充員の当選人と定めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  異議なしと認めます。よって、ただいま指名のとおり、周防大島町選挙

管理委員会補充員に金本豊さん、樹元昭さん、矢野正浩さん、山﨑正實さん、以上４名の方が当

選されました。 

 次に、補充の順序についてお諮りします。補充の順序は、ただいま指名しました順序にしたい

と思います。御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  異議なしと認めます。したがって、補充の順序はただいま指名した順序

に決定しました。 

 なお、当選任に対する告知につきましては、会議規則第３３条第２項の規定により、議長によ

り当選人に告知いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２０．農業委員の推薦について 

○議長（新山 玄雄君）  日程第２０、農業委員の推薦についてを上程し、これを議題とします。 

 お諮りします。御承知のとおり、周防大島町農業委員会委員のうち選挙による委員の任期につ

きましては、合併特例法に基づき在任特例が適用され、平成１７年７月１９日までとしていると

ころであります。農業委員会等に関する法律第１２条第２号の規定による議会が推薦する委員に

ついて協議をしたいと思います。なお、任期につきましては、選挙による委員と同様に、平成

１７年７月１９日までであります。 

 暫時休憩します。 

午後４時01分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後４時02分再開 

○議長（新山 玄雄君）  休憩に引き続き会議を開きます。 

 本件は、地方自治法第１１７条の規定により除斥に該当すると認められますので、杉山議員、

冨田議員、浜戸議員の退席を求めます。 

〔杉山 藤雄君、冨田 安英君、浜戸 信充君 退席〕 

○議長（新山 玄雄君）  農業委員会等に関する法律第１２条第２号の規定により、議会の推薦す

る農業委員は４名とし、杉山藤雄さん、冨田安英さん、浜戸信充さん、岡村文男さん、以上の方

を推薦したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  異議なしと認めます。よって、議会の推薦する農業委員は４名とし、杉

山藤雄さん、冨田安英さん、浜戸信充さん、岡村文男さん、以上の方を推薦することに決定しま

した。 

 暫時休憩いたします。 

〔杉山 藤雄君、冨田 安英君、浜戸 信充君 着席〕 

○議長（新山 玄雄君）  全員異議なしで推薦することに決定をいたしましたので、どうぞよろし

くお願いいたします。 
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午後４時03分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後４時04分再開 

○議長（新山 玄雄君）  休憩に引き続き会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

○議長（新山 玄雄君）  以上で、本日の日程は全部終了しました。本日はこれにて散会します。

次の会議は１２月２１日火曜日午前９時３０分から開きます。 

午後４時05分散会 
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